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第１章 計画策定の趣旨 

１ 計画の趣旨 

○ 富山県では、昭和５６年の国連における「国際障害者年」を契機に、昭和５７年９月に「富山県障

害者福祉計画」を策定し、平成３年度以降は、「新富山県民総合計画」に基づき、障害者の自立と社

会参加の促進等を目標に各種施策を総合的に推進してきました。 

 

○ こうした中で、平成８年９月に、高齢者、障害者、児童をはじめ県民すべてがしあわせに生きる福

祉社会の実現を目指す「富山県民福祉条例」が制定されました。また、この条例による県民の参加と

協働の考え方に基づき、平成１５年３月に「富山県民福祉基本計画」を策定しました。 

 

○ これらの動きを踏まえ、障害者基本法に基づく本県における障害者のための施策に関する基本的な

計画として、これまで、「富山県障害者計画（とやま障害者自立共生プラン）」（平成９年１１月策定）

及び「富山県障害者計画（新とやま障害者自立共生プラン）」（平成１６年６月策定、平成２１年３月

改定）（以下、「旧障害者計画」という。）を策定し、「共生社会」の実現を目指し、障害者施策を総合

的かつ計画的に推進してきました。 

 

○ その結果、旧障害者計画の計画期間（平成１６年度～平成２５年度）においては、グループホーム

やケアホームの整備が着実に進展し、その利用者数が２６９人（平成１８年度）から６４６人（平成

２４年度）へと大きく増加しました。また、生活や就労に必要な訓練や介護などの「日中活動を支援

する事業所」の利用者数も３，０３９人（平成１８年度）から４，５５８人（平成２４年度）へと増

加しています。また、黒部学園の全面改築による障害児の療育基盤整備など、サービス提供体制の整

備も進められてきました。現在は、高度専門的なリハビリテーション医療を提供するとともに、重症

の心身障害児や発達障害などの心の問題を抱える児童等に対する支援体制を充実・強化するため、高

志リハビリテーション病院等の再編整備を進めています。 

 

○ このような成果がある一方、ホームヘルプサービスの利用が尐ないことや、障害者の就労を支援す

る事業所で働く障害者の工賃が県平均で月額１２，７７１円(※)（平成２４年度）と依然として低い

水準にあること、発達障害、高次脳機能障害や難病などこれまで障害者施策の対象に十分位置づけて

こられなかった障害等について、正しい地域の普及や、障害特性を踏まえた専門的な相談・支援の体

制整備が求められていることなど課題も残されています。また、東日本大震災の発生を踏まえ、大規

模災害に備えて障害者の防災支援体制を整備していくことも重要です。 

（※）工賃の目標を月額で設定している４７事業所の工賃の平均額 

 

○ 一方、国においては、平成２１年１２月、内閣に「障がい者制度改革推進本部」が設置され、障害

者権利条約の締結のために必要な国内法の整備を始めとする障害者制度改革のための議論が進めら

れました。その結果、これまでに障害者基本法の改正（平成２３年７月）をはじめ、障害者虐待防止

法の制定（平成２３年６月）、障害者総合支援法の制定（平成２４年６月）、障害者差別解消法の制定

（平成２５年６月）、精神保健福祉法の改正（平成２５年６月）などが行われました。そして、平成

第１編 計画の基本的な考え方 
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２６年１月、わが国は障害者権利条約を批准しました。 

○ このような中で、本県における障害者は増加傾向にあり、高齢化や障害の重度化、多様化が進む一

方、住み慣れた地域や家庭で生活し、自立し、社会へ参加しようという障害者の意欲はますます高ま

っています。 

 

○ この計画は、こうした諸状況の変化に適切に対応しつつ、富山県における障害者施策の一層の推進

を図るため、富山県総合計画「新・元気とやま創造計画」（平成２４年４月策定）、「富山県民福祉基

本計画（改定版）」（平成２４年４月策定）の個別計画として策定するものです。 

 

＜参考＞障害者に関する制度改正等の主な経緯（平成１６年度以降） 

年 月 事 項 ・ 内 容 

平成１６年６月 「障害者基本法の一部を改正する法律」成立 

①差別禁止の理念の明示 

②都道府県及び市区町村における障害者計画策定の義務化  等 

平成１６年１２月 「発達障害者支援法」成立 

①発達障害の早期発見等に関して国及び地方自治体の責務の明確化 

②学校教育における発達障害者への支援 

③発達障害者の就労支援  等 

平成１７年７月 「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」成立 

①精神障害者に対する雇用対策の強化 

②在宅就業障害者の支援  等 

平成１７年１０月 「障害者自立支援法」成立（平成１８年１０月完全施行） 

①障害の種別の一元化 

②サービス提供の一元化（市町村） 

③利用者負担は応益負担 

④就労支援を抜本的に強化 

⑤支給決定の仕組みを透明化、明確化  等 

平成１８年６月 「学校教育法等の一部を改正する法律」成立 

①盲学校、聾学校、養護学校を障害種別を超えた特別支援学校へ一本化 

②小中学校での学習障害、注意欠陥多動性障害等を含む障害児に適切な教育 等 

平成１８年６月 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（バリアフリー新法）成立 

①主務大臣による基本方針の策定 

②移動等の円滑化のための施設管理者等が講ずべき措置 

③重点整備地区における移動等の円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な実施  等 

平成１９年９月 日本が「障害者の権利に関する条約」に署名 

平成２１年１２月 内閣に「障がい者制度改革推進本部」設置 

・障害者権利条約の締結に必要な国内法の整備を始めとする我が国の障害者に係る制度の集中的

な改革を行う 

・当面５年間を障害者制度改革の集中期間と位置づけ 

平成２２年１２月 「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間にお

いて障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」成立（障害者自立支援

法や児童福祉法等の改正） 

①障害の範囲を見直し（発達障害が障害者自立支援法の対象となることを明確化） 

②地域における自立した生活のための支援の充実 

③利用者負担の見直し（応能負担を原則） 

④相談支援の充実（相談支援体制の強化、支給決定プロセスの見直し） 

⑤障害児支援の強化（児童福祉法を基本として身近な地域での支援を充実） 等 

平成２３年６月 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」成立 

①障害者に対する虐待の防止 

②発見者の市町村への通報義務 

③市長村長の立入調査 

④市町村障害者虐待防止センターの設置 

⑤都道府県障害者権利擁護センターの設置  等 
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平成２３年７月 「障害者基本法の一部を改正する法律」成立 

１．総則関係 

①目的規定の見直し（障害の有無にかかわらず個性と人格を尊重する社会の実現 等） 

②障害者の定義の見直し（「社会モデル」の考え方、「制度の谷間」のない包括的な定義） 

③基本理念の見直し（基本的人権の享有主体としての尊厳、生活を保障される権利 等） 

④「差別の禁止」に関する条文の新設 等 

２．基本的施策関係 

医療・介護、教育、療育、就労、住宅、公共的施設のバリアフリー化、防災・防犯など、障害者

の暮らしに関する分野の基本的な取組の方向性を示すもの 

３．障害者政策委員会等 

国に障害者政策員会を設置し、施策の実施状況を監視 等 

平成２４年６月 「国による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」成立 

 ○障害者就労施設等からの物品等の調達方針の作成及び実績の公表 

（国、地方公共団体等） 等 

平成２４年６月 「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備

に関する法律」成立 

①題名：「障害者自立支援法」⇒「障害者総合支援法 ※」 

※障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 

②改正障害者基本法を踏まえた「目的規定」の改正と「基本理念」の創設 

③障害者の範囲に「難病等」を追加（平成２５年４月１日施行） 

④「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める（平成２６年４月１日施行） 

⑤ケアホームとグループホームの一元化（平成２６年４月１日施行） 

⑥重度訪問介護の対象拡大（平成２６年４月１日施行） 等 

平成２５年５月 「成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律」の成立 

①成年被後見人に係る選挙権及び被選挙権の欠格条項の削除 

②代理投票における補助者の見直し  等 

平成２５年６月 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の成立（平成２８年４月１日施行） 

①差別を解消するための措置（差別的取扱いの禁止、合理的配慮の不提供の禁止） 

②差別を解消するための支援措置（相談・紛争解決の体制整備、普及・啓発活動の実施など） 

平成２５年６月 「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」成立 

①雇用の分野における障害を理由とする差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供義務 

（平成２８年４月１日施行） 

②法定雇用率の算定基礎に精神障害者を追加（平成３０年４月１日施行） 等 

平成２５年６月 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律」成立 

①精神障害者の医療に関する指針の策定 

②保護者制度の廃止 

③医療保護入院における入院手続き等の見直し（保護者の同意要件を外し、家族等のうちのいず

れかの者の同意を要件とする など）  等 

平成２５年１２月 「障害者の権利に関する条約」締結のための国会承認 

平成２６年１月 「障害者の権利に関する条約」批准 
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２ 計画の性格・位置付け 

（１）障害者基本法に基づく富山県の障害者計画として、本県の障害者施策の基本的方向や達成すべ

きサービスの目標等を示した総合的な計画です。 

 

（２）市町村が障害者施策を推進するうえで、その基本的方向を示した計画です。 

 

（３）障害者を含む県民、事業者、福祉団体等の協働指針となる計画です。 

 

（４）「富山県総合計画（新・元気とやま創造計画）」を踏まえ、富山県民福祉条例に基づいて制定さ

れた「富山県民福祉基本計画（改定版）」の個別計画となるものです。 

 

       

 

３ 計画の期間 

  この計画の期間は、平成２６年度から平成３０年度までの５年間とし、数値目標については、 

平成３０年度の目標値を設定します。 

  なお、制度改正等社会状況の変化がある場合は、必要に応じて計画の内容の見直しを行います。 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

＜計画の位置付け＞ 

 

 

 個別計画 

                              (２４年４月策定) 

 

 個別計画(障害者福祉施策の基本的な計画) 

                                

「新・元気とやま創造計画」（富山県総合計画）（平成２４年４月策定） 

 

「富山県民福祉基本計画（改定版）」 

 

「富山県障害者計画（第３次）」 

 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

第２期障害福祉計画

富山県障害者計画（新とやま障害者自立共生プラン）

前期数値目標

第１期障害福祉計画

後期数値目標

第３期障害福祉計画

「富山県障害者計画（第３次）」

数値目標

第４期障害福祉計画

（予定）
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第２章 計画策定の背景 

１ 障害者の現状 

（１）身体障害者 

  身体障害者手帳を所持している人は、平成２５年３月３１日現在、５０，８５５人となっており、 

 平成８年度からの１６年間で、１１，５７９人（２９．５％）増加しています。 

  障害の程度別では、重度、中度、軽度の人の占める割合がそれぞれ平成８年度の４０．０％、３７．

５％、２２．５％に対し、平成２４年度には４０．７％、４６．９％、１２．４％となっており、障害

の重度化の傾向がみられます。 

  また、年齢階層別では、６５歳以上の人の占める割合が平成８年度の５８．３％に対し、平成２４年

度には、７４．３％となっています。平成８年度からの１６年間では１４，８５４人（６４．８％）増

加しており、高齢化が進んでいます。 
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平成8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

年
齢
別
（
人
）

程
度
別
（
人
）

身体障害者手帳所持者数の推移

重度（１・２級） 中度（３・４級） 軽度（５・６級） 18歳未満 18歳以上65歳未満 65歳以上 計

身体障害者手帳所持者数の推移 （単位：人）

区分 平成8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

重度（１・２級） 15,734 16,358 16,978 17,398 17,736 17,966 18,376 18,715 19,318 19,610 20,041 20,375 20,419 20,561 20,704 20,681 20,691
中度（３・４級） 14,719 15,369 15,848 16,261 16,839 17,514 18,393 19,221 20,102 20,443 21,060 21,624 22,326 22,786 23,210 23,620 23,861
軽度（５・６級） 8,823 8,608 8,422 8,073 7,927 7,759 7,665 7,531 7,581 7,420 7,289 7,103 6,976 6,819 6,611 6,474 6,303

18歳未満 750 765 784 801 800 794 781 797 800 769 764 761 752 740 745 730 716
18歳以上65歳未満 15,618 15,578 14,985 14,542 14,318 14,245 14,163 14,173 14,170 14,011 13,812 13,713 13,451 13,298 13,365 13,059 12,377
65歳以上 22,908 23,992 25,479 26,389 27,384 28,200 29,490 30,497 32,031 32,693 33,814 34,628 35,518 36,128 36,415 36,986 37,762

計 39,276 40,335 41,248 41,732 42,502 43,239 44,434 45,467 47,001 47,473 48,390 49,102 49,721 50,166 50,525 50,775 50,855

（各年度3月31日現在）

程
度
別

年
齢
別

平成24年度障害別・等級別の状況 （単位：人）

区　　分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 計

視覚障害 1,008 788 248 255 386 314 2,999
聴覚障害 277 1,025 579 814 8 2,019 4,722
平衡機能障害 1 8 33 0 30 0 72

音声・言語・そしゃく機能障害 9 18 235 206 0 0 468
肢体不自由 4,627 5,400 5,645 7,743 2,352 1,194 26,961
内部障害 7,232 298 4,958 3,145 0 0 15,633

計 13,154 7,537 11,698 12,163 2,776 3,527 50,855

（平成25年3月31日現在）
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（２）知的障害者 

  療育手帳を所持している人は、平成２５年３月３１日現在、７，２５２人となっており、平成８年

度からの１６年間で、２，６６５人（５８．１％）増加しています。 

  障害の程度別では、重度、中軽度の人の占める割合がそれぞれ平成８年度の４４．０％。５６．０％

に対し、平成２４年度は３７．９％、６２．１％となっており、近年では中軽度の増え方が大きくなっ

ています。 

  また、年齢階層別では、６５歳以上の人の占める割合は９．１％となっており、比較可能な平成１０

年度からの１４年間では３３１人（９９．７％）増加しています。 

  なお、知的障害者実態調査（療育手帳を所持していない人を含む５年毎の調査）によれば、知的障害

者の総数は、平成２２年７月１日現在、６，８８５人となっており、また、居所の状況は、自宅（施設・

事業所の通所を含む）が４，５５５人（６６．２％）で最も多く、次いで入所施設が１，６２５人（２

３．６％）、グループホーム・住込・寮等が２７１人（４．０％）、精神科病院入院が２５１人（３．６％）

などとなっています。 
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平成8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

年
齢
別
（
人
）

程
度
別
（
人
）

療育手帳所持者数の推移

Ａ（重度） Ｂ（中軽度） 18歳未満 18歳以上65歳未満 65歳以上 計

療育手帳所持者数の推移 （単位：人）

区　　分 平成8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

Ａ（重度） 2,017 2,042 2,054 2,093 2,115 2,256 2,306 2,368 2,423 2,466 2,550 2,593 2,625 2,679 2,680 2,724 2,749

Ｂ（中軽度） 2,570 2,653 2,745 2,839 2,919 3,088 3,195 3,295 3,392 3,551 3,704 3,859 4,033 4,167 4,207 4,358 4,503

18歳未満 883 907 999 980 1,024 1,067 1,095 1,169 1,258 1,320 1,359 1,388 1,405 1,454 1,478
18歳以上65歳未満 3,584 3,653 3,639 3,935 4,033 4,139 4,244 4,349 4,476 4,586 4,720 4,832 4,912 5,022 5,111

65歳以上 332 372 396 429 444 457 476 499 520 546 579 626 570 606 663

計 計 4,587 4,695 4,799 4,932 5,034 5,344 5,501 5,663 5,815 6,017 6,254 6,452 6,658 6,846 6,887 7,082 7,252

（各年度3月31日現在）

程度別

年齢別



- 7 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,441

4,739
5,359

6,332
6,885

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

平成3年度 平成7年度 平成12年度 平成17年度 平成22年度

年
齢
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（
人
）

程
度
別
（
人
）

知的障害者総数の推移（知的障害者実態調査）

重度 中度 軽度 18歳未満 18歳以上65歳未満 65歳以上 計

自宅（施設・作業所

の通所を含む）

4,555人

入所施設1,625人

グループホーム・住込・

寮等271人

精神科病院入院251人

老人施設94人

その他63人

居住の状況（平成22年度知的障害者実態調査）

（平成22年7月1日現在）
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（３）精神障害者 

  精神障害者については、医療機関の利用状況からみると、平成２４年６月３０日現在、入院患者数

が３，１２３人、医療費を公費で負担している通院患者数が９，６３９人となっています。 

  入院患者数は、平成８年度の３，４３４人から平成２４年度の３，１２３人と減尐しているのに対し、

公費負担通院患者数は平成８年度の４，３１２人から平成２４年度の９，６３９人と大きく増加してい

ます。 
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平成8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

（
人
）

精神科病院入院患者数・公費負担通院患者数の推移

精神科病院入院患者数 公費負担通院患者数

精神科病院入院患者数・公費負担通院患者数の推移 （単位：人）

区分 平成8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

精神科病院入院患者数 3,434 3,411 3,395 3,299 3,424 3,476 3,473 3,482 3,468 3,450 3,376 3,255 3,235 3,211 3,178 3,127 3,123

公費負担通院患者数 4,312 4,304 5,168 5,536 5,882 6,237 6,781 7,319 7,826 8,288 7,698 8,372 8,212 8,458 8,844 9,166 9,639

（各年度6月30日現在）

精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 （単位：人）

区分 平成8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

１　級 213 244 281 290 294 312 335 376 400 390 397 359 366 386 394 443 434

２　級 307 374 463 582 736 834 999 1,158 1,302 1,559 1,645 1,834 2,163 2,422 2,717 3,028 3,215

３　級 125 153 186 217 225 249 317 381 451 516 519 528 573 623 672 750 879

計 645 771 930 1,089 1,255 1,395 1,651 1,915 2,153 2,465 2,561 2,721 3,102 3,431 3,783 4,221 4,528

（各年度3月31日現在）
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（４）発達障害 

発達障害児（者）数については、知的障害や精神障害の手帳を所持している人もいますが、発達障害

であることに着目して手帳の対象となっているわけではないため、その正確な人数は把握できていませ

ん。 

文部科学省が平成２４年度に報告した調査結果（「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特

別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果」）によると、全国の公立小中学校の通常学級

に在籍する児童生徒のうち、学習や生活の面で特別な教育的支援を必要とする児童生徒は、約６．５％

程度であるとされています。 

本県において、平成２４年度に市町村が実施した１歳６か月児健診又は３歳児健診を受診した乳幼児

のうち、言語や行動等の面で経過を見る必要があるとされた児童は２，６６６名であり、総受診者数の

約１６．４％となっています。 

また、県が実施した保育所や幼稚園を対象としたアンケート調査では、平成２４年１０月１日現在で

在籍している児童のうち、①発達障害の診断を受けている児童や、②多動で落ち着きがないなどの行動

が顕著だと保育士等が感じている児童は合わせて３，００５名であり、在籍児童数の約８．９％となっ

ています。 

  本県では、発達障害者等に対し相談等の支援を行う発達障害者支援センターを設置しており、平成 

２４年度の実支援人数は１，４９４人であり、延相談件数は７，１００件となっています。 
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平成19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

（件）（人）
富山県発達障害者支援センターにおける相談件数の推移

実支援人数

延相談件数

富山県発達障害者支援センターにおける相談件数の推移

実支援
人数

延相談
件数

実支援
人数

延相談
件数

実支援
人数

延相談
件数

実支援
人数

延相談
件数

実支援
人数

延相談
件数

実支援
人数

延相談
件数

相談支援 702 3,216 728 3,742 1,165 5,521 1,049 5,500 1,059 5,457 1,246 5,860

就労支援 53 857 55 1,024 62 909 45 425 47 419 48 1,016

発達支援 292 232 296 170 259 247 165 255 166 191 200 224

計 1,047 4,305 1,079 4,936 1,486 6,677 1,259 6,180 1,272 6,067 1,494 7,100

（各年度３月３１日現在）

平成24年度

事業内容

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
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（５）高次脳機能障害 

  高次脳機能障害は、交通事故や病気等で脳に障害を受けたことが原因で、注意力や記憶が低下した

り、感情のコントロールが難しくなるなどの症状が現れる障害ですが、症状の内容や程度も多様であ

ることから、正確な障害者数の把握はできていません。 

  本県では、障害当事者やその家族に対する専門的な支援等を目的として、富山県高次脳機能障害支援

センターを設置しています。平成２４年度の実相談件数は９１件であり、延相談件数は７６３件となっ

ています。 
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延
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数
（
件
）

実
相
談
件
数
（
件
）

富山県高次脳機能障害支援センターにおける相談件数の推移

実相談件数

延相談件数

富山県高次脳機能障害支援センターにおける相談件数の推移

平成18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

実相談件数 27 58 50 39 73 79 91

延相談件数 78 252 233 171 659 854 763

※なお、平成18年度は平成19年1月から3月までの3ヶ月間の実績 （各年度３月３１日現在）
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（６）難病 

  原因が不明で、治療方法が未確立であり、かつ後遺症を残すおそれが尐なくない、いわゆる難病患

者のうち、治療がきわめて困難であり、かつ、その医療費も高額である特定疾患にり患した患者に対

し、医療費の公費助成を行っています。特定疾患医療受給者証を交付している件数は、平成２４年度

は７，２８９件となっています。 

平成２５年４月より障害者総合支援法のサービスの対象に難病等が加わり、当面の措置として１３０

疾患が対象となっています。 
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（
件
）

特定疾患医療受給者証交付件数の推移

平成24年度特定疾患病名一覧及び受給者証交付件数
疾病番号 疾　患　名 交付件数 疾病番号 疾　患　名 交付件数

01 ベーチェット病 154 30 広範脊柱管狭窄症 35
02 多発性硬化症 171 31 原発性胆汁性肝硬変 359
03 重症筋無力症 184 32 重症急性膵炎 18
04 全身性エリテマトーデス 522 33 特発性大腿骨頭壊死症 70
05 スモン 14 34 混合性結合組織病 91
06 再生不良性貧血 90 35 原発性免疫不全症候群 16
07 サルコイドーシス 200 36 特発性間質性肺炎 51
08 筋萎縮性側索硬化症 94 37 網膜色素変性症 216
09 強皮症・皮膚筋炎及び多発性筋炎 451 38 プリオン病 5
10 特発性血小板減尐性紫斑病 173 39 原発性肺高血圧症 22
11 結節性動脈周囲炎 88 40 神経線維腫症 28
12 潰瘍性大腸炎 1,038 41 亜急性硬化性全脳炎 0
13 大動脈炎症候群 49 42 バッド・キアリ（Budd-Chiari）症候群 2

14 ビュルガー病 63 43
特発性慢性肺血栓塞栓症（肺高血
圧型）

19

15 天疱瘡 55 44 ライソゾーム病（ファブリー病含） 3
16 脊髄小脳変性症 281 45 副腎白質ジストロフィー 2

17 クローン病 353 46
家族性高コレステロール血症（ホモ
接合体） 0

18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎 1 47 脊髄性筋萎縮症 3
19 悪性関節リウマチ 57 48 球脊髄性筋萎縮症 17
20 パーキンソン病関連疾患 1,070 49 慢性炎症性脱髄性多発神経炎 29
21 アミロイドーシス 19 50 肥大型心筋症 17
22 後縦靭帯骨化症 377 51 拘束型心筋症 1
23 ハンチントン病 12 52 ミトコンドリア病 18
24 モヤモヤ病（ウィリス動脈輪閉塞症） 130 53 リンパ脈管筋腫症（ＬＡＭ） 2
25 ウェゲナー肉芽腫症 13 54 重症多形滲出性紅斑（急性期） 0
26 特発性拡張型（うっ血型）心筋症 221 55 黄色靭帯骨化症 54
27 多系統萎縮症 169 56 間脳下垂体機能障害 140

28
表皮水疱症
（接合部型及び栄養障害型）

7

29 膿疱性乾癬 15 7,289
（平成25年3月31日現在）

計
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２ 障害者を取り巻く現状と課題 

社会情勢の変化や障害者施策に関する制度改正等により、障害者を取り巻く環境も大きく変化して

います。こうした中、障害者施策を進めるうえでの主な課題として、次の６つの項目があげられます。 

 

（１）障害及び障害者に対する理解の一層の促進 

これまでの取組みにより障害及び障害者に対する県民の理解は徐々に広まってきていますが、グループ

ホーム等の整備に当たり周辺住民の理解が得られない事例もあるなど、必ずしも理解が十分に浸透してい

るとは言えません。また、障害者虐待防止法や障害者差別解消法（平成２８年４月施行）に基づき、障害

者の権利擁護や障害を理由とする差別の解消等に適切に取り組んでいく必要があります。 

こうしたことを踏まえ、県民に障害及び障害者に対する正しい理解が広く浸透するよう、取組を強化し

ていく必要があります。 

 

（２）障害者の地域生活を支援するサービスの一層の充実 

 障害者自立支援法の施行時（平成１８年度）と比べると、グループホームや生活介護事業所などの整

備が着実に進み、利用者も大幅に増加しましたが、住み慣れた地域で自立して生活し、社会経済活動に主

体的に参加したいという障害者の意識はますます高まっています。障害者が住み慣れた地域で安心して生

活できるよう、身近な地域での相談支援体制やグループホーム等の住まいの場、ホームヘルプサービス、

日中活動サービス等のサービス提供基盤の充実が求められています。 

 特に、ホームヘルプサービスなど訪問系サービスの利用は他県と比べて低調であり、障害の特性等を理

解したヘルパー養成の充実など、サービス提供体制の充実を図っていく必要があります。 

 また、障害のある子どもの能力や可能性を最大限に伸ばし、自立と社会参加に必要な力を培うため、引

き続き、一人ひとりのニーズや障害の特性に応じてきめ細かな支援を行うことが求められています。 

 

（３）障害者の高齢化や障害の重度化・重複化への適切な対応 

 障害者が増加するとともに、人口の高齢化が進展する中で障害者の高齢化が進んでいます。また、障

害の重度化及び重複化の傾向も続いています。さらに、障害者を介護している家族の高齢化の問題も指摘

されています。多様化する障害者のニーズに適切に対応していく必要があります。 

 

（４）多様な障害に対する適切な対応 

 発達障害、高次脳機能障害、難病などは、障害の特性等が多様であり、一般の理解も十分に進んでい

ません。これらの障害に関する正しい知識を普及するとともに、障害の特性を踏まえた専門的な相談・支

援体制の充実を図っていく必要があります。 

 

（５）障害者の就労支援や工賃向上支援の充実強化 

 働くことを希望する障害者が能力を最大限に発揮し、就労を通じた社会参加実現や、職業的な自立を図

るため、雇用、福祉、教育の分野が連携し、障害者の就労支援の充実・強化を図ることが求められていま

す。 

また、障害者就労支援事業所における工賃は依然として低い水準のままであり、工賃向上に向けた実効

性のある支援を行っていく必要があります。 

 

（６）大規模災害に備えた障害者の防災支援体制の整備 

 障害者など災害時要援護者は、大規模災害が発生すると被害を受けやすいことから、大規模災害に備え

て障害者の防災支援体制を整備しておくことが重要です。 
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第３章 基本的な考え方 

１ 基本理念 

  

 

 

 

 

 

２ 障害者の概念 

障害者基本法の規定に基づき、「身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の

機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限

を受ける状態にあるもの」とします。 

 

３ 基本的視点 

  諸施策を展開するに当たり、次の５つを各分野共通の視点とします。 

 

（１）障害者の自己決定を尊重する 

・障害者を、必要な支援を受けながら、自らの決定に基づき社会に参加する主体として支援します。 

・障害者が自らの能力を最大限発揮し自己実現できるよう支援します。 

 

（２）自立を支援し、社会参加を促進する 

・自らのライフスタイルを自らの意思で選択していけるよう支援します。 

・障害者が主体性をもって社会に参加できるよう支援します。 

 

（３）総合的で切れ目のない支援を展開する 

・障害者がライフステージに応じた支援を受けられるよう、多様なサービス提供体制の充実を図ります。 

・福祉・保健・医療・教育・雇用など各分野が密接に連携し、総合的かつ切れ目のない支援を行います。 

・人材や財源が限られている中、真に必要なサービスを持続して提供できるよう、サービスの重点化や

効率化に留意します。 

 

（４）障害の特性等を踏まえた、きめ細かな支援を実施する 

・個々の障害者のニーズを的確に把握し、障害の特性等を踏まえて適切な施策を推進します。 

・特に、発達障害、高次脳機能障害、難病など多様な障害について、障害の特性を踏まえたきめ細かな

支援を行います。 

 

（５）ハード・ソフト両面にわたる社会のバリアフリー化を推進する 

・ハード面のバリア（障壁）だけでなく、障害者に対する偏見など人々の意識の中にあるバリアや制度、

慣行などハード・ソフト両面にわたる社会全体のバリアフリー化を推進します。 

 

 

 

 

すべての人が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重

し支え合い、地域の中で共に生きる「共生社会」を実現するとともに、障害者一人ひとり

が住み慣れた地域で、自立し、安心して、いきいきと暮らすことができる幸せな富山を目

指します。 
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４ 施策の体系 

４つの項目を基本として、施策を展開します。 

   

【基本項目】

（４）消費者トラブルの防止

３　コミュニケーション支援体制の確立 （１）情報バリアフリー化の推進

（２）情報提供の充実

（３）コミュニケーション支援の充実

２　安心して暮らせるまちづくりの推進

（３）利用しやすい交通、移動手段の整備

（４）ユニバーサルデザインの普及

（１）交通安全対策の充実

（２）防災対策の推進

（３）防犯対策の推進

（２）保健・医療体制の充実

（３）リハビリテーション提供体制の充実

（４）精神保健・医療施策の推進

Ⅳ　快適で安心して暮らせる生
　活環境の整備

１　住みよい生活環境の整備 （１）暮らしやすい住まいの整備

（２）人にやさしいまちづくりの整備

２　地域生活を支援するサービスの充実 （１）在宅サービス等の充実

（２）多様な障害に対する対応

（１）施設整備の基本的方向

（２）施設機能の充実と地域生活支援への活用

５　保健・医療施策の充実 （１）障害の予防・早期発見

（３）地域療育体制の整備

２　雇用・就労の促進 （１）障害者の雇用促進

（２）福祉的就労の充実

Ⅲ　地域での自立した生活を支
　援する福祉･保健･医療の充実

１　相談支援体制の整備 （１）地域における相談支援体制の充実

（２）専門的な相談支援体制の充実

３　障害者施設の整備の方向と施設機能
　の充実・活用

（３）社会参加促進事業の推進

Ⅱ　自立と社会参加に向けた基
　盤づくりとしての教育・育成
　の充実と雇用・就労の促進

１　障害のある子どもの教育･育成の充実
（１）インクルーシブ教育システムの構築のた
　　めの特別支援教育の推進

（２）一貫した教育相談体制の充実と生涯学習
　　の推進

２　差別の解消及び権利擁護の推進 （１）障害を理由とする差別の解消の推進

（２）権利擁護の推進

３　社会参加活動の推進 （１）スポーツ活動の振興

４　質の高いサービスの提供 （１）サービスの質の向上

（２）福祉を担う人づくり

（２）文化活動等の振興

Ⅰ　互いに認め、尊重し、支え
　合いながら暮らす地域づくり

１　障害及び障害者に対する理解の促進 （１）啓発・広報活動の推進

（２）福祉教育の推進

（３）地域での交流の促進と県民の参加

（４）ボランティア活動の推進
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１ 障害及び障害者に対する理解の促進 

 

基本理念で掲げた「共生社会」の実現を図るためには、障害や障害者について社会全体の関心と理解

を深めていくことが必要です。また、障害のある人に対する思いやりや助け合いの気持ちを持つ心豊か

な人づくりを進めていくことも大切です。 

このため、県民に障害及び障害者に対する正しい理解が広く浸透するよう、啓発・広報活動や学校、

地域における福祉教育を積極的に推進するとともに、障害のある人もない人も地域活動へ積極的に参加

して、日常的なふれあいや交流、様々なボランティア活動が行われるよう、各種施策を展開します。 

 

       

 

（１）啓発・広報活動の推進 

・県民に、障害や障害者に対する正しい理解が広く浸透するよう、引き続き様々な取組を積極的に推

進します。また、知的障害、精神障害、発達障害、高次脳機能障害、難病、盲ろう等について、そ

の障害特性や必要な配慮等に関する理解を促進します。 

・県の広報誌、ホームページ、県政テレビ・ラジオ番組、新聞、パンフレット等各種媒体を通じて、

障害福祉に関する県民理解のための広報活動を推進します。 

・「障害者週間」を中心として、街頭キャンペーンや体験作文・ポスター・友情の図画募集等、各種行

事の展開により、積極的に県民の理解を促進します。 

・富山県民福祉条例や「富山県民福祉基本計画（改定版）」の一層の普及啓発を図るとともに、福祉の

まちづくりに関する施策を推進します。 

・障害者用駐車スペース、視覚障害者用誘導ブロック、身体障害者補助犬等に対する県民の理解の促

進を図ります。 

・福祉のまちづくりやリハビリテーションに関するシンポジウム、その他障害福祉に関わる各種行事

を開催します。 

とやまふれあいフェスティバル

Ⅰ 互いに認め、尊重し、支え合いながら暮らす地域づくり 

 

障害のある人もない人も互いに認め合い、尊重し、支え合いながら暮らす地域づくりを

進めるため、障害者に対する正しい理解の促進や障害を理由とする差別の解消、障害者の

権利擁護の推進、社会参加の推進などに取り組みます。 

第２編 計画の内容 
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・障害者が製作した製品の展示・販売等を行う「福祉の店」設置事業の実施や、障害者の芸術作品展

の開催支援などを行うとともに、報道機関等の協力を得ながら障害者の様々な活動が紹介されるよ

う努めます。 

・「障害者の権利に関する条約」、「障害者基本法」、「障害者虐待防止法」及び「障害者差別解消法」等

の普及啓発を図り、障害者の人権が尊重される社会づくりを推進します。 

・障害者が自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性について県民の理解を深めるため、

「やさしい福祉のまちづくり賞」の実施など、誰もが障害者等に自然に手助けすることのできる「心

のバリアフリー」を推進します。 

 

 

           
 

 

 

＜障害者権利条約について＞

1981年 国際障害者年
1983年 国連障害者の十年（～1992年）
2002年 7月 障害者の権利及び尊厳を保護・促進するための包括的・総合

的な国際条約に関する国連総会臨時委員会
（障害者権利条約アドホック委員会）第１回会合

2006年12月13日 第61回国連総会本会議において障害者権利条約を採択
2007年 9月28日 日本が障害者権利条約に署名
2008年 5月 3日 障害者権利条約の効力発生
2013年12月 4日 日本で障害者権利条約締結の国会承認
2014年 1月20日 日本が障害者権利条約を批准
2014年 2月19日 日本について障害者権利条約が発効

障害者権利条約は、障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の
尊厳の尊重を促進することを目的として、障害者の権利の実現のための措置等につい
て定める条約であり、国連において、2006年に採択され、2008年に発効した。
我が国は、条約締結に先立ち、障害当事者の意見も聴きながら、国内法令の整備を

推進し、条約を締結した。

１．概 要

○身体の自由、拷問の禁止、表現の自由等の自由権的権利及び教育、
労働等の社会権的権利について締約国がとるべき措置等を規定

○社会権的権利の実現については漸進的に達成することを許容

３．条約の内容

２．これまでの経緯

一般原則 ○障害者の尊厳、自律及び自立の尊重
○無差別
○社会への完全かつ効果的な参加及び包容 等

一般的
義 務

○合理的配慮の実施を怠ることを含め、障害に基づくいかなる差別
もなしに、すべての障害者のあらゆる人権及び基本的自由を完全
に実現することを確保し、及び促進すること 等

※2014年2月現在、条約批准国は141か国。

障害者の
権利実現
のための
措置

条約実施
のための
仕組み

○条約の実施及び監視のための国内の枠組みの設置
○障害者の権利に関する委員会における各締約国からの報告の検討
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（２）福祉教育の推進 

 ① 学校における福祉教育の推進 

・幼児への福祉絵本配布により「思いやりの心の醸成」の促進を図ります。 

・障害のある子どもと、障害のない子どもや地域の人々が交流及び共同学習を行い、互いの違いを認

め合い、尊重し合う心を育てる教育を推進します。 

・「総合的な学習の時間」・「特別活動」の活用や高校生介護等体験特別事業、児童生徒のボランティア

活動普及事業等の推進により、児童生徒の福祉の心を醸成するとともに、社会福祉への理解と関心

を深める機会を提供します。 

・県立高等学校福祉科等での福祉の心の養成を目指した教育の充実を図ります。 

・中学２年生が５日間の職場体験活動や福祉・ボランティア活動等に取り組む「社会に学ぶ『１４歳

の挑戦』」事業を県内全中学校において展開します。 

・福祉教育に携わる教員の研修機会の充実を図ります。 

・体育や保健体育などの教科、特別活動、総合的な学習の時間などにおいて、心の健康に関する内容

の指導の充実を図ります。 

 

② 地域等における福祉教育の推進 

・地域住民の障害への理解を深めるため、障害福祉サービス事業所等による障害に関する理解を深め

る研修会や障害のある人との交流会等の事業を推進します。 

・市町村や市町村社会福祉協議会などが地域で開催する障害福祉に関する各種大会、講座や福祉教育

地域指定事業等を通して地域住民の福祉意識の向上を図ります。 

・県民カレッジ地区センター等において、介護・福祉に関する生涯学習講座を開催します。 

・各厚生センター管内に設置する地域精神保健福祉推進協議会の活動を通じて、地域住民の精神保健

福祉に関する知識の普及啓発に努めます。 

・心の健康センターにおいて、職域関係者、教員等精神保健福祉に携わる者に対する専門的知識の習

得を促進します。 

・研修会等を通じて、基本的人権を尊重し、偏見や差別をなくすための人権教育の推進に努めます。 

・年齢や障害の有無にかかわらず利用できる富山型デイサービスに関するフォーラムの開催を支援し、

地域共生の理念を普及啓発します。 

 

（３）地域での交流の促進と県民の参加 

 ① 地域での交流の推進 

・県、市町村、各種団体、福祉施設等が行う文化活動、スポーツ大会、レクリエーション等の各種行

事を通じて、交流・ふれあいを促進します。 

・商店街の空き店舗を高齢者・障害者等の交流施設として活用し商店街に賑わいを創出する取組に対

して支援を行い、買い物客や観光客等との交流・ふれあいを促進します。 

・「富山型デイサービス」事業者、特別支援学校その他の地域の関係者が情報を密にし、連携を強化す

るよう努めます。 

・市町村や市町村社会福祉協議会などが地域で開催する障害福祉に関する各種大会、講座や福祉教育

地域指定事業等を通して地域住民の福祉意識の向上を図ります。（再掲） 

・障害のある子どもと、障害のない子どもや地域の人々が交流及び共同学習を行い、互いの違いを認

め合い、尊重し合う心を育てる教育を推進します。（再掲） 
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 ② 県民の参加と連携 

・適切な役割分担のもとで、県民参加による福祉の推進を図ります。 

・施策の実施に当たり、保健、医療、福祉、まちづくり等関係施策の有機的連携を図ります。 

・身近な地域で高齢者、障害（児）者、子ども等を区別なく一緒に福祉サービスを提供する、富山型

デイサービスを整備促進します。 

・地域住民と地域の保健、医療、福祉関係者（保健師、かかりつけ医、ホームヘルパー、障害者相談

員等）が連携して「ふれあいコミュニティ・ケアネット２１」事業を展開し、障害者等が安心して

生活できる環境づくりを進めます。 

・障害者など地域住民のニーズを反映した市町村の地域福祉計画の策定を支援します。 

・障害者グループホーム等と有料老人ホームを併設し、異世代交流により、互いに相乗効果のあるケ

アが期待できる「富山型」シニアアパートの整備を支援します。 

 

 

        

 

         

 

対象者を限定

集団的ケア

住み慣れた地域から離れる

家族のように過ごせる第二の我が家

近所の家に遊びに行く感覚

いつでも誰でも受け入れ可能

＜富山型デイサービスは＞

高齢者、障害者、子どもなどが、年齢や障害の有無にか

かわらず、誰もが一緒に住み慣れた地域においてケアを

受けることができるサービス

＜特徴＞①小規模、②多機能、③地域密着

・通う（デイ）

・泊まる（ショート）

・住み続ける

（グループホーム）

障害者（児）

児 童

交流、預かり

交流

ボランティア

地

域

住

民

高齢者

富山型（共生）デイサービス
（ＮＰＯ法人等、民家改修）

「誰もが地域でともに暮らす」（共生）を重視これからいままで

平成２５年３月末 県内９４箇所

福祉施設は
高齢者…高齢者介護施設
障害者…障害者施設
児 童…保育所 等のタテ割り

⇒これまでの制度には地域共生という視点が欠落

平成３３年度目標 ２００箇所

小学校区（200校）に
１箇所を目標

「富山型デイサービス」について

 

ふれあいコミュニティ・ケアネット２１ 

（地域総合福祉推進事業） 

業） 

ふれあい型 

地域全体の福祉意識の醸成 

醸成 

ふれあいサロン、世代間交流会、 

会、 
子育てサロン、情報誌の発刊等 

刊等 

ケアネット型 

 

多様化、複雑化、潜在化された 
地域のニーズを把握 

 

ケアネットチームの人材掘り起こし 

こし 

コーディネーター＜市町村社協＞ 

保健・医療・福祉のコーディネート、 
サービスプログラムの提供 

小地域（概ね旧小学校区） 

住民に身近な日常生活圏 

要支援者に適した個別支援サービスの提供 

・ケアネットチームの編成、基本となる見守り・ 

安否確認、個別支援を日常的・継続的に実施 

除雪、外出付添 等 
話し相手、ゴミ出し、買物代行、 

行、 

町内会役員 

員 

隣人・友人 

民生委員 

員 

キーパーソン キーパーソン 

老人クラブ員 

員 

新聞配達員 

員 
ボランティア 

ケアネットチーム 

ム 

ホーム 

ヘルパー 

ひとり暮らし高齢者 

地域の要支援者 

心身に障害を持つ方 
子育て中の父親・母親等 
寝たきり老人とその家族 
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（４）ボランティア活動の推進 

・地域のニーズに応じたボランティア養成を行うとともに、ボランティア活動啓発事業により、県民

のボランティア活動への理解と参加を促進します。 

・富山県民ボランティア総合支援センターや県・市町村社会福祉協議会・ボランティアセンターのコ

ーディネート機能を充実し、ボランティア・ＮＰＯ団体とのネットワークや協働事業を推進します。 

・ボランティア・サポーターの配置を充実するとともに養成を図るなど、身近な地域でボランティア

活動が行えるよう支援体制を強化します。 

・一般住民を対象とした障害者等によるボランティア活動をテーマにした福祉セミナーの開催など、

障害者等によるボランティア活動を促進します。 

・一般住民を対象に精神障害者を正しく理解し、地域での具体的な生活支援方針を学ぶメンタルヘル

スサポーターの養成を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

富

山

県

富
山
県
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

総
合
支
援
セ
ン
タ
ー

富
山
県
社
会
福
祉
協
議
会

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

連

携

・ボランティア・NPO大会

・ボランティア交流サロン

の運営

・NPO法人設立支援

・福祉教育の推進

・ボランティア活動養成

研修事業

・社会人・企業のボラン
ティアナビ事業

・災害救援ボランティア

ボランティア

コーディネーター

市町村社会福祉

協議会

ボランティア

コーディネー

連携

活動支援・拠点整備・人材育成・情報提供・普及・啓発

活動内容の例

・障害者への支援活動

・高齢者への支援活動

・子育て支援活動

・地域課題への支援

・障害者スポーツボランティア等

手話通訳

音訳・点訳

福祉施設訪問

見守り支援

連携・協働

県 民

相談・募集依頼等

相談・募集依頼

ボランティアやＮＰＯが、地域社会や公共サービスの担い手として、様々な分野において活発に活動し、

お互いに支え合う心豊かな地域社会を目指し、子どもから高齢者までの幅広い世代を通じたボランティ

ア活動への参加促進に取り組みます。

県民のボランティア・ＮＰＯ活動の促進

ボランティア

推進協力機関

支援・協力

相 談

各種障害者団体

福祉関係団体等

連

携

参加

・福祉 ・国際交流協力

・保健・医療 ・スポーツ・レクリエーション

・生涯学習 ・災害救護

・文化・芸術 ・地域社会

・環境自然保護

ボランティア活動分野

連携

支援・協力

相 談

連携

活動支援・拠点整備

人材育成・情報提供
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２ 差別の解消及び権利擁護の推進 

 

国では、障害者権利条約の締結に向けた国内法の整備として、近年、障害者基本法の改正（平成２３

年）をはじめ障害者虐待防止法の制定（平成２３年）や障害者差別解消法の制定（平成２５年）などが

相次いで行われました。 

障害者の権利と尊厳を守るため、これらの法律も踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進や障害

者に対する虐待の防止等に取り組むとともに、障害のある人の意思決定を支援するため、成年後見制度

等の普及や適切な利用の促進に努めます。 

 

（１）障害を理由とする差別の解消の推進 

・「障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止」や「障害者への合理的配慮の不提供の禁止」等が盛

り込まれた障害者差別解消法（平成２８年４月施行）に基づき、国の基本方針を踏まえ、職員対応

要領の策定や、相談や紛争の防止・解決のための体制の整備、県民に対する普及啓発活動など、必

要な対応に取り組みます。 

・行政機関の職員等に対する障害者差別解消法等に関する研修を実施し、障害者理解の促進と障害者

への配慮の徹底を図ります。 

・改正障害者雇用促進法（平成２８年４月施行）で規定された、雇用分野における障害者に対する差

別禁止及び障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置（合理的配慮の提供義務）

について、企業の理解が促進されるよう周知を図ります。 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 内閣府） 
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（２）権利擁護の推進 

・「障害者の権利に関する条約」、「障害者基本法」、「障害者虐待防止法」及び「障害者差別解消法」等

の普及啓発を図り、障害者の人権が尊重される社会づくりを推進します。（再掲） 

・利用者の人権の擁護、虐待の防止のため、サービス事業者への指導を徹底するとともに、市町村は

じめ関係機関・団体等との連携を密にし、障害者に対する虐待の未然防止、虐待が発生した場合の

迅速かつ適切な対応、再発の防止等、虐待防止に向けたシステムの整備に努めます。 

・障害者虐待防止法に基づき、富山県障害者権利擁護センターにおいて、障害者虐待の通報・相談の

受付や市町村への情報提供・助言等を行います。 

・富山県障害者虐待防止ネットワーク協議会の開催により、関係機関・団体等の相互の情報共有と連

携を強化するとともに、障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応を図るために必要な人材を

育成します。 

・日常生活における障害者の人権への配慮が県民の意識と行動に定着するよう、国・市町村等と連携

を図りながら、人権教育・啓発を推進します。 

・障害者の財産や権利を保護し、自己決定の尊重を図るため、市町村とともに成年後見制度の普及・

啓発に努め、制度の適切な利用の促進を図ります。 

・富山県社会福祉協議会が実施する日常生活自立支援事業により、認知症高齢者・知的障害者・精神

障害者等が地域において安心して自立した生活が送れるよう支援します。 

・「障害者１１０番」運営事業により、障害者の権利擁護について相談員等による専門的な相談体制の

充実に努めます。 

・被疑者あるいは被告人となった障害者がその権利を円滑に行使することができるよう、刑事事件に

おける手続の運用において、障害者の意思疎通等に関して適切な対応を図ります。あわせて、これ

らの手続に携わる職員に対して、障害や障害者に対する理解を深めるため必要な研修を実施します。 

・知的障害により、コミュニケーションに困難を抱える被疑者等に関する取調べの録音・録画の試行

を引き続き行います。 
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障害者虐待防止法の概要（平成24年10月1日施行）

障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参
加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、障害
者に対する虐待の禁止、国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自
立の支援のための措置、養護者に対する支援のための措置等を定めることにより、障
害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって障害者の権利
利益の擁護に資することを目的とする。

【虐待種別による通報スキーム】 【通報・届出後の対応】

①身体的虐待（障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、
又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること）

②放棄・放置 （障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置等による
①③④の行為と同様の行為の放置等）

③心理的虐待（障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に
著しい心理的外傷を与える言動を行うこと）

④性的虐待 （障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行
為をさせること）

⑤経済的虐待 （障害者から不当に財産上の利益を得ること）

【目的】

【障害者虐待の類型】
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法定後見

任意後見

●財産管理及び身上
監護に関する契約等
の締結

不動産、重要な動産の
処分、預金の管理、借
財、遺産分割、介護契
約・施設入所契約等の
各種サービス利用契
約、訴訟行為等

●福祉サービスの
利用援助（契約）

●日常的金銭管理

家庭裁判所による法
定後見人、法定後見
監督人の選任

家庭裁判所による
任意後見監督人の
選任

申立て 援 助

申立て 援 助

契 約

法定後見人

法定後見人

[補助、保佐、後見]

本人があら
かじめ意思
を表明

相談窓口
[社 協]

[生活支援員等]

[運営適正化委員会による業務の監督]

[契約締結審査会による審査]

成年後見制度

日常生活自立支援事業

判断能力の低下

[補助類型に該当する程度以上の精神上の障害]

[紹介]

[補助人、保佐人、後見人]

【援助の範囲】

契 約

援 助

成年後見制度について

成年後見制度利用支援事業
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３ 社会参加活動の推進 

 

障害者がスポーツや文化活動など様々な社会活動に参加することは、心身の発達や健康の維持増進だ

けでなく、人生を豊かでうるおいのあるものとし、日々の生活の中に喜びや生きがいを見出すなど、生

活の質を高めることにつながります。また、障害者がスポーツや文化活動などで頑張っている姿を通し

て、障害者に対する県民の理解も深まっていくことが期待されます。 

  このため、障害者が日常的に気軽にスポーツや文化に親しみ参加できるよう、障害者のスポーツや文

化活動の振興を図るほか、各種生活訓練等を行う社会参加促進事業の推進により、障害者の生活能力の

向上等を支援します。 

 

（１）スポーツ活動の振興 

・関係機関・団体と連携し、障害者スポーツへの理解と認識の拡大を図るとともに、障害のある人も

ない人も、共にスポーツ教室や大会等に参加できる機会の充実に努め、相互理解と交流を促進しま

す。 

・障害者のスポーツ人口の拡大や競技水準の向上を図るため、スポーツに関する情報提供、各種スポ

ーツ教室の実施、用具の貸与等や、富山県障害者スポーツ大会の開催など、障害者スポーツの普及

促進に努めます。 

・企業や県民の障害者スポーツに対する理解を深めるための啓発等に努めます。 

・全国障害者スポーツ大会等への選手派遣等を奨励し、また、世界水準の選手の国際的なスポーツ大

会への参加を支援します。 

・障害者スポーツ指導員や障害者スポーツ審判員を養成するとともに、資質の向上を図ります。 

・精神障害者レクリエーション大会の開催やスポーツ・レクリエーション教室の開催について支援し

ます。 

・障害者スポーツクラブやＮＰＯ法人等、民間団体が主催する障害者のためのスポーツ大会に対して

支援します。 

・県立体育施設利用料等の障害者に対する減免措置制度の周知に努めます。 
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（２）文化活動等の振興 

・障害者が文化に親しみ、文化活動の担い手として創作・発表・鑑賞ができるよう、文化活動の場の整

備に努めるとともに、文化に関する情報の提供に努めます。 

・障害者施設における文化・レクリエーション活動を推進するとともに、施設が地域における文化・レ

クリエーション活動の拠点となるよう支援します。 

・障害者団体による芸術作品展の開催等、障害者の主体的な文化活動を支援します。 

・「こころの健康フェスティバル」会場において精神障害者の作品を展示するなど、精神障害者の文化

活動の発表の場を提供します。 

・県立施設観覧料等の障害者に対する減免措置制度の周知に努めます。 

 

（３）社会参加促進事業の推進 

・障害者の自立と社会参加を支援するため、地域生活支援事業を活用してスポーツ・レクリエーショ

ン教室の開催や文化芸術活動の振興などの社会参加支援に取り組むよう、市町村に働きかけます。 

・身体障害者の自動車運転免許取得を促進するため、県内全ての指定自動車教習所で身体障害者用教

習車を用いた教習が可能な体制を整備します。 
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１ 障害のある子どもの教育・育成の充実 

 

  障害のある子どもの能力や可能性を最大限に伸ばすためには、教育・保健・医療・福祉・労働等各分

野との連携のもと、一人ひとりのニーズや障害の特性に応じてきめ細かな支援を行い、乳幼児期から成

人期まで一貫して計画的に教育や療育を行うことが重要です。 

  乳幼児期においては障害の早期発見、早期療育に努めるとともに、障害児及びその保護者に対して早

期からの教育・育成支援を行います。 

  学齢期においては、特別支援学校や特別支援学級の在籍者、通級による指導を受ける児童生徒が増加

していますが、児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに対応した教育を充実し自立を支援します。また、

共生社会の実現に向けて、障害者権利条約に基づくインクルーシブ教育システムの構築のため、特別支

援教育を着実に進めていきます。 

  さらに、学校教育終了後も生涯にわたって主体的、継続的に学習できるよう支援します。 
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（小・中・高）

特別支援学級に在
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（小・中）
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を受ける児童生徒

（小・中）

資料：県立学校課調べ

Ⅱ 自立と社会参加に向けた基盤づくりとしての教育・育成の充実と雇用・就労の促進 

 

障害のある子どもの能力や可能性を最大限に伸ばし、自立し社会参加するために必要な

力を培うため、一人ひとりの障害の状態に応じきめ細かな教育や療育を行うとともに、障

害者がその能力と適性に応じて仕事ができるよう雇用・就労の促進に取り組みます。 
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（１）インクルーシブ教育システムの構築のための特別支援教育の推進 

・障害の有無によって分け隔てられることなく、県民が相互に人格と個性を尊重し合う共生社会の実

現に向け、本人・保護者に対する十分な情報提供の下、本人・保護者の意見を最大限尊重し、本人・

保護者と市町村教育委員会、学校等が教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原

則として、市町村教育委員会が就学先を決定する仕組みを構築します。 

・障害のある児童生徒に対する合理的配慮については、児童生徒一人ひとりの障害の状態や教育的ニ

ーズ等に応じて設置者・学校と本人・保護者間で可能な限り合意形成を図った上で決定し、提供さ

れることが望ましいことを周知します。 

・「富山県教育振興計画」に基づき、合理的配慮を含む必要な支援を受けながら、同じ場で共に学ぶこ

とを追求するとともに、個別の教育的ニーズに最も的確に応えた指導を提供できるよう、小・中学

校における通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校という連続性のある「多様

な学びの場」のそれぞれの充実を図ります。 

・一人ひとりの教育的ニーズに応じて適切な教育的支援を行うために「個別の教育支援計画」や「個

別の指導計画」を作成し、指導実践を充実するよう努めます。 

・小・中学校・高等学校等における発達障害を含む障害のある児童生徒への理解啓発を図るとともに、

小・中学校・高等学校等の教員への研修を行い、校内の支援体制を整備します。 

・特別支援学校での外部人材を活用した研修による専門性の向上や地域の小･中学校等に対するセンタ

ー的機能の充実を図ります。 

・卒業後の職業的自立のため、特別支援学校における職業教育を充実するとともに、事業所や公共職

業安定所、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター等との連携を強化します。 

・特別支援学校に看護師を配置して、日常的に医療的ケアを必要とする児童生徒に対する医療的ケア

を実施します。 

・「県立学校教育振興計画基本計画」に基づき、複数の障害種別への対応や軽度知的障害者の職業自立

を目指した高等特別支援学校の設置等、特別支援学校の再編・配置を実施しました。今後とも、障

害のある児童生徒がより身近な場で教育を受けられるよう努めます。 

・障害の重度・重複化や多様化に対応した各種研修会の実施により、教職員の指導力の向上を図りま

す。 

・家庭や地域社会と連携し、障害のある幼児児童生徒と地域との交流の推進に取り組み、地域に開か

れた特色ある学校づくりを推進します。 

・障害のある児童生徒の就学のために必要な諸経費を支援します。 

・特別支援学校の校舎等の改築・修繕のための基本計画及び年次計画を策定し、順次実施します。 

・教育内容の充実のため、教材、理科教育設備等の一層の整備を図ります。 

・遠距離通学や障害のため通学が困難な児童生徒の通学の便及び安全確保のため、特別支援学校の通

学用バスの運行や介助員配置など通学環境の充実に努めます。 

・身体に障害のある生徒を高等学校に受け入れるため、トイレや手すり等を設置・改修するなど、校

舎の改善を図ります。 

・高等教育機関（大学・短大等）に通学する障害者が適切に教育を受けることができるよう必要な支

援に努めます。 

・幼・小・中学校に在籍する発達障害を含む障害のある児童生徒の学校生活を支援するため、市町村

が配置するスタディ・メイト（特別支援教育支援員）の養成・資質向上を支援します。 

・教育職員免許法認定講習の実施等により、特別支援学校における教員の特別支援学校教諭免許状の

保有率向上を図ります。 

・障害のある子どもと、障害のない子どもや地域の人々が交流及び共同学習を行い、互いの違いを認
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め合い、尊重し合う心を育てる教育を推進します。（再掲） 

 

（２）一貫した教育相談体制の充実と生涯学習の推進 

 ① 就学前からの教育支援体制の充実 

・障害のある幼児児童生徒に最もふさわしい教育を推進するため、巡回就学相談や教育相談体制を充

実します。 

・障害のある幼児児童生徒や保護者に最も適切な教育機関・教育内容に関する情報を提供するため、

学校見学会や就学についての相談会等を開催します。 

・総合教育センター教育相談部を中心とした特別支援教育の相談機能・体制を充実します。 

 

 ② 生涯学習の推進 

・各種教養講座、講演会等について、点字広報、声の広報等により開催情報を提供するとともに、開

催会場のバリアフリー化に努めます。 

・各種講演会等へ手話通訳者、要約筆記者の派遣を推進し、聴覚障害者の学習活動を支援します。 

・外出困難な障害者への図書の郵送貸出制度の普及を図ります。 

・点字図書館等において点字図書、朗読図書及び字幕（手話）入りビデオカセット提供サービスを充

実します。 

・富山インターネット市民塾などにより、インターネット等を活用した在宅学習の推進に努めます。 
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（３）地域療育体制の整備 

 ① 地域における療育体制の充実 

・乳幼児期からの各種健康診査、訪問指導、育児相談等を充実するとともに、厚生センター、市町村、

児童相談所、発達障害者支援センター、保育所、障害児施設及び医療機関の連携を強化して、障害

児やその保護者に対する早期からの継続的な療育支援体制や相談支援体制を充実します。 

・地域における障害児（者）の生活を支えるため、障害児等療育支援事業により、在宅療育等に関す

る相談・指導体制の充実に努めます。 

・在宅重症心身障害児（者）の家庭への訪問指導や訪問診査を行うとともに、児童相談所等において

療育等各種相談を行います。 

・児童福祉法に基づく児童発達支援や放課後等デイサービス及び障害者総合支援法に基づく居宅介護、

短期入所、日中一時支援等の提供など、障害のある子どもが身近な地域で必要な支援が受けられる

よう体制の整備を図ります。 

・地域で生活する重症心身障害児（者）の支援のため、重症心身障害児（者）に対応できる生活介護

事業所等の職員を養成します。 

・重症心身障害児（者）を受け入れている生活介護事業所等に対し、医療的ケアに関する技術指導を

実施します。 

・地域の幼稚園・保育所で受け入れ可能な障害児の入園・入所を支援するとともに、職員に対する研

修を実施します。 

     

② 福祉施設等における療育機能の充実 

・施設職員等関係職員に対し専門研修の実施や療育等に関する情報提供等を行い、職員の資質の向上

を図ります。 

・「新たな総合リハビリテーション病院・こども医療福祉センター（仮称）」において、他職種の連携

によるチーム医療体制により重症児等への対応力を強化するとともに短期入所や通所サービスなど、

重症児の在宅支援機能を強化します。 

・人材育成などにより地域における障害児支援の中核的施設である児童発達支援センターの機能充実

を支援するとともに、障害児入所施設における地域支援機能の充実に努めます。 

   

＜障害児施設・事業の一元化（平成２４年度～）＞
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２ 雇用・就労の促進 

 

障害者が就労する（働く）ことは、経済的な自立にとどまらず、社会活動への参加、自己実現といっ

た面からも重要であり、働く意欲のある障害者がその適性に応じて能力を十分発揮することができるよ

う支援していくことが必要です。 

  本県における障害者の就職件数は近年増加傾向にあり、法定雇用率達成企業の割合も全国平均を大き

く上回っていますが、４割以上の企業で未だに達成されていません。また、平成２５年度から法定雇用

率が引き上げられたことや、平成３０年４月から精神障害者の雇用が義務化されることなどを踏まえ、

障害者雇用に対する理解を一層促進する必要があります。このため、障害者自身の職業能力の開発を支

援していくとともに、障害者の雇用・就労を促進するため、国（富山労働局、各ハローワーク）や富山

障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携し、事業主や一般社会の障害

者雇用に対する理解を深め、職業相談等による就職支援や、職場定着への支援等様々な施策を推進しま

す。 

  また、一般雇用による職業的自立が困難な重度障害者等の就労の場を確保するため、就労継続支援事

業所等の整備を支援するとともに、就労継続支援事業所における工賃の水準が向上するよう様々な支援

に取り組みます。 

 

 

（１）障害者の雇用促進 

 ① 職業能力の開発 

・職業能力開発校（県技術専門学院）において、障害者が職業訓練を受講しやすい環境づくりに努め

るとともに、民間の企業等を活用した障害者の態様に応じた多様な委託訓練を実施するなど、職業

能力開発における機会の拡充を図ります。 

・富山県障害者技能競技大会の開催を支援し、技能労働者として社会に参加する自信と誇りを持って

もらえるよう、障害者に対する社会の理解と認識を高め、雇用の促進と地位の向上に努めます。 

・障害者の職業能力の向上を図るとともに、その雇用の促進を図るため、全国障害者技能競技大会（ア

ビリンピック）への参加を奨励するとともに、上位入賞者に対する表彰を行います。 

・国の障害者職業能力開発促進週間（１１月上旪）に、報道機関等と連携し、障害者に対する職業訓

練等の紹介を行い、障害者の職業能力開発の啓発を促進します。 
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② 雇用の促進 

・身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病など、それぞれの障害特性に応じた就労支援をき

め細かく実施するため、障害者の就労支援機関や医療機関、発達障害者支援センター、難病相談・

支援センターなどとの連携を強化します。 

・９月の「障害者雇用支援月間」に、優良事業所や優秀勤労障害者に対する表彰等を実施するなど、

障害者雇用に関する理解を深めるための普及・啓発活動を推進します。 

・富山県知的・精神障害者雇用奨励金や障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金、税制上の優遇措

置等の周知と活用の促進を図ります。 

・法定雇用率未達成企業の割合が高い中小企業の経営者等を対象として、障害者雇用に際しての配慮

すべき点や、優良企業の事例紹介・見学会等を内容とする実務講座を開催します。 

・障害者雇用率が高いなど、障害者の雇用に積極的に取り組む企業を県が認証し、その取組み等をホ

ームページで紹介する制度を実施します。 

・一般就労への移行を促進するため、民間企業等において短期の職場実習を行う「障害者チャレンジ

トレーニング事業」を推進します。 

・医療機関や協力事業所等の関係機関と連携し、精神障害者の自立した就職活動を援助するための精

神障害者社会適応訓練事業を推進します。 

・県の物品や工事等の発注において、障害者を多数雇用する事業所や障害者就労施設等に対する優遇

措置を実施します。 

・障害者を一定期間試行雇用（トライアル雇用）する制度を広く周知し、障害者の円滑な常用雇用へ

の移行を支援します。 

・就労を希望する障害者と求人企業が一堂に会する「障害者合同企業面接会」を開催し、障害者と企

業の効果的なマッチングに取り組みます。 

・県が配置する障害者雇用推進員の企業訪問により、国や県の障害者雇用施策等を周知するとともに、

収集した障害者雇用の好事例をホームページ等で提供します。 

・障害者の能力や障害の特性に応じた多様な雇用・就業形態がとれるよう、短時間勤務やＩＴの活用

などによる在宅勤務等について事業主の理解の促進に努めます。 

・福祉の分野においてＮＰＯ法人等が行う地域貢献型事業（コミュニティビジネス）に対して融資等

の支援をします。 

・障害者雇用の大きな受け皿となり得る特例子会社制度の積極的な周知・啓発を図ります。 

・特別支援学校と事業所や関係機関が連携し、高等部生徒の就業体験を推進し、雇用の促進を図りま

す。 

・特別支援学校の高等部生徒に、社会と仕事に対する理解を深めてもらうため、県庁における職場体

験の受入れを実施します。 

・障害者雇用促進法に基づき、引き続き、県及び県教育委員会における障害者雇用の促進を図ります。 

・改正障害者雇用促進法（平成２８年４月施行）で規定された、雇用分野における障害者に対する差

別禁止及び障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置（合理的配慮の提供義務）

について、企業の理解が促進されるよう周知を図ります。（再掲） 
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雇用・就労の促進 

富山労働局、富山障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターなど関係機関と連

携し、障害者雇用の促進に努めています。 

相談

就職支援

定着支援

準備・訓練・職場実習

障害者就業・生活支援センター
ハローワーク

ジョブコーチ（障害者職業センター）
障害者就業・生活支援センター

訓練・職場実習が
必要な場合

障害者就業・生活支援センター
障害者職業センター
技術専門学院

就労支援の流れ

◇障害者の態様に応じた多様な委託訓練
民間教育機関等の多様な委託先を活用して、職業訓練を実
施。

◇チャレンジトレーニング事業
障害者就業・生活支援センターが紹介する企業での職場実習
に対して、①企業への謝金、②訓練生の手当、③訓練生の保
険料について県が支援

障害者就業・生活支援センター
ハローワーク（求職登録等）

◇トライアル雇用（国）
短期の試行雇用の形で受け入れ、一般雇用への移行を促進す
る。
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③ 総合的な就労支援 

・障害者就業・生活支援センターに障害者の職業的自立を支援する専任職員を配置し、個々の障害の

特性に応じた訓練・指導を通じて就業と日常生活の両面から支援します。 

・障害者が職場に円滑に適応し、安定した職業生活を送れるよう、ジョブコーチ（職場適応援助者）

の活用を推進します。 

・事業主による職業生活相談体制の整備や、事業所内での「障害者職場定着推進チーム」の設置を促

進し、障害者の職場定着を図ります。 
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（２）福祉的就労の充実 

① 就労継続支援事業所等の設置促進 

・就労継続支援事業所等の設置を促進するため、施設整備等に対して支援します。 

・特別支援学校等卒業後の進路の選択肢を増やし、障害者の多様な働き方を生み出すため、とやま地

域共生型福祉推進特区において規模要件が緩和されている施設外での福祉的就労（地域共生型障害

者就労支援事業）の拡大に努めます。 
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② 工賃向上の支援 

・「富山県工賃向上支援計画」に基づき、自主製品の創出や経営ノウハウの導入、新たな就労分野の開

拓などを支援する事業の実施により、工賃向上に取り組む障害者就労支援事業所を支援します。 

・障害者就労施設等の製品を紹介する「事業所好事例集」の作成や「福祉の店」の営業、「ハーティと

やま」等のイベント販売等により、製品の販路の確保、拡大に努めます。 

・「障害者優先調達推進法」に基づいて調達方針を毎年作成し、障害者就労施設等への発注機会の拡大

に努めます。 

        

         

県工賃向上支援計画の策定

産業界
（経済団体、民間企業等）

・発注・購入促進
・多様な就労形態による利
用者受入（施設外就労）
・技術指導員(ボランティア)

国

経営コンサルタント
企業等ＯＢ人材
・意識改革
・コンサルティング
・技術的アドバイス等

富山県

工賃向上支援計画検討委員会
（福祉事業者団体・労働関係者、産業界代表者、
県関係部局等）

・計画策定及び助言

基本指針・実施要綱・財政支援

平成26年度 目標工賃達成

支援要請

・計画策定
・計画に基づく支援の実施
・進捗管理

実施主体 事業所

＜取組内容＞
・職員等の意識改革
・工賃引上げ推進員の設置
・経営コンサルタント、技術指導員
派遣依頼
・現状分析・課題解決の検討
・目標工賃の達成状況点検・評価

実施促進・支援

支援

支援

市町村
・優先発注
・地域企業との連携

工賃向上計画の策定（見直し）

＜工賃向上支援体制イメージ＞
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１ 相談支援体制の整備 

 

障害者の地域での自立した生活を支えていくためには、乳幼児期から高齢期に至るまでのライフステ

ージに応じた総合的な相談支援体制を構築していく必要があります。 

  このため、市町村や地域自立支援協議会等を中心に、障害者に身近な地域における相談支援が充実す

るよう連絡調整や支援を行うとともに、相談支援に従事する人材の育成に努めます。 

  特に、平成２２年の障害者自立支援法等の改正により、平成２４年度から、支給決定の前にサービス

等利用計画案を作成し、支給決定の参考とするよう見直されるとともに、サービス等利用計画作成の対

象者が大幅に拡大されるなど、障害（児）者に対する相談支援の体系が大きく変わったことから、市町

村と連携しこれらの制度改正に適切に対応していきます。 

  また、発達障害、高次脳機能障害、難病など、それぞれの障害の特性等に応じて適切に相談支援が提

供できるよう、専門機関を中心とした専門的な相談支援体制の充実に努めます。 

 

 

 

       

 

サービス支給決定の流れ

受
付
・
申
請

障
害
支
援
区
分
の
認
定

計
画
案
の
作
成

サ
ー
ビ
ス
等
利
用

支
給
決
定

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画

支
給
決
定
後
の

サ
ー
ビ
ス
利
用

一定期間ごとのモニ
タリング

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画

支
給
決
定
後
の

サ

ー

ビ

ス

担

当

者

会

議

支給決定時から
ケアマネジメン
トを実施

○市町村は、必要と認められる場合として省令で定める場合には、指定特定相談支援事業者が作成するサービ
ス等利用計画案の提出を求め、これを勘案して支給決定を行う。

○ 支給決定後のサービス等利用計画の作成、及びサービス開始後のサービス等利用計画の見直し（モニタリン
グ）について、計画相談支援給付費を支給する。

○ 障害児についても、児童福祉法に基づき、市町村が指定する指定障害児相談支援事業者が、通所サービス
の利用に係る障害児支援利用計画（障害者のサービス等利用計画に相当）を作成する。

＊ 障害児の居宅介護等の居宅サービスについては、障害者総合支援法に基づき、「指定特定相談支援事
業者」がサービス等利用計画を作成。（障害児に係る計画は、同一事業者が一体的（通所・居宅）に作成）

Ⅲ 地域での自立した生活を支援する福祉・保健・医療の充実 

 

障害のある人が住み慣れた地域で自立した日常生活や社会生活を営むことができる

よう、相談支援体制や障害の特性を踏まえた質の高い福祉サービスを受けることがで

きる体制の整備を推進します。また、福祉との連携を考慮しながら、障害者に対して、

適切な保健サービス、医療、医学的リハビリテーション等を充実するとともに、障害

の原因となる疾病等の予防・治療が可能なものについては、これらに対する保健・医

療サービスの適切な提供を図ります。 
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（１）地域における相談支援体制の充実 

 ① 身近な相談支援の充実 

・地域自立支援協議会を中心とした相談支援体制の一層の充実・強化を図り、障害者からの相談対応、

情報の提供、障害福祉サービスの利用支援等を行います。なお、県はアドバイザーを派遣するなど

広域的な立場から市町村の取組を支援します。  

・地域における相談支援の拠点である基幹相談支援センターの設置に対する支援など総合的・専門的

な相談支援体制の充実に努めます。 

・富山県特別支援教育総合推進事業により、教育、保健、医療、福祉、労働等の専門家による相談支

援チームを編成して地区相談会を実施し、地域における教育相談体制を充実します。 

・精神障害者に対する多様な相談支援体制を構築するため、市町村に対する技術的支援を行うととも

に、自助グループ等の組織育成を図ります。 

・同じ障害をもつ仲間による相談活動（ピアカウンセリング）を支援します。 

・メンタルヘルスサポーター、ピア・フレンズ等による精神障害者の地域生活に関する相談活動を支

援します。 

・精神障害者家族の交流や相談のための事業を推進します。 

・障害者の財産や権利を保護し、自己決定の尊重を図るため、市町村とともに成年後見制度の普及・

啓発に努め、制度の適切な利用の促進を図ります。（再掲） 

・富山県社会福祉協議会が実施する日常生活自立支援事業により、認知症高齢者・知的障害者・精神

障害者等が地域において安心して自立した生活が送れるよう支援します。（再掲） 

・「障害者１１０番」運営事業により、障害者の権利擁護について相談員等による専門的な相談体制の

充実に努めます。（再掲） 

 

 

 

        

 

 

地域自立支援協議会

市町村が、相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し中核的役割を果た
す協議の場として設置しています。
【主な機能】
①地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議
②困難事例への対応のあり方に関する協議、調整
③地域の社会資源の開発、改善

全体会（年２～３回）

相談部会 就労部会 地域生活部会
権利擁護

虐待防止部会
療育

発達障害部会
精神部会

事務局会議（毎月随時）

定例会（毎月開催）

利用者の個別支援会議

課題の
整理

【設置の例】
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② 相談支援を行う人材育成 

・障害者総合支援法等に基づく計画相談支援や地域移行支援・地域定着支援等の必要なサービス量が

確保できるよう相談支援従事者の養成や資質の向上を図るとともに、市町村と連携して事業者の拡

大に努めます。 

・地域での身近な相談員として市町村が設置している身体障害者相談員及び知的障害者相談員に対す

る研修の充実に努めます。また、障害者相談員は、相談対応のほか地域における支え合い活動や災

害時支援などの面でも活躍が期待されることから、各地域において活動の場が広がるよう市町村に

啓発や助言等を行います。 

・地域の事情に精通した民生委員・児童委員が多様な地域福祉のニーズに対応していくための研修を

充実するなど、相談援助活動を支援します。 

        

   

（２）専門的な相談支援体制の充実 

・厚生センター、身体障害者更生相談所、知的障害者相談センター、児童相談所、心の健康センター

等の行政機関における相談支援体制を充実します。 

・発達障害児（者）及びその家族を総合的に支援するため、発達障害者支援センターが地域の関係機

関と連携しながら各種相談に応じ、療育支援や就労支援、普及啓発及び研修を行います。 

・高志リハビリテーション病院に設置している高次脳機能障害支援センターにおいて、相談支援や普

及啓発のほか、関係職員等を対象とした研修会、利用者や入院患者とその家族を対象とした家族教

室、調査・研究などを実施します。 

・厚生センターや難病相談・支援センターにおける難病患者等に対する相談・支援の充実を図ります。 

・難病相談・支援センターにおける講演会や療養相談会の開催、ピアサポーターの養成、就労支援等

を実施します。 

・障害保健福祉圏域ごとに設置されている障害者就業・生活支援センターにおいて、就業及び日常生

活や社会生活の支援を推進します。 

・障害児等療育支援事業により、訪問や外来による療育相談、指導等を行い、在宅の障害児（者）の

地域生活を支援します。 

相談支援体制の充実

地域自立支援協議会を中心とした相談支援体制の充実により、身近な地域で生活に関する相談や在宅

サービス利用の支援が受けられる体制を整備します。

・サービス利用につ
なげる支援
(計画相談支援給
付費）

富山県自立支援協議会

・総合的な相談支援
・サービス利用につなげる支援（計画相談
支援給付費）
・支給決定事務の一部（アセスメント等）

利用者

委託・指定

基盤整備
市町村業務への支援

専門・広域的
観点

市
町
村

地域自立支援協議会
（市町村又は圏域（複数市町村）単位）

保健･医療

企業・就労支援

子育て支援･学校 高齢者介護

当事者

サービス事業所

行政機関

相談支援事業者（委託なし）

相談支援事業者（委託あり）
(中立・公平性を確保）

指定
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・富山県福祉総合相談センター（富山県総合福祉会館内）による総合相談機能や、福祉・生活に関す

る情報の受発信機能を充実します。 

・精神科医療に関する緊急の相談に２４時間対応する「精神科救急情報センター」の円滑な運用・充

実を図ります。 

・ひきこもり本人やその家族等からの相談に対応するひきこもり地域支援センターを中心に、支援困

難事例について支援機関の調整等を行うなど、ひきこもり本人及びその家族等を支援します。 

・矯正施設（刑務所等）を退所し、自立生活が困難な障害者等に対し、富山県地域生活定着支援セン

ターの取組みを周知し、円滑な地域生活を支援します。 

・障害者虐待防止法に基づき、富山県障害者権利擁護センターにおいて、障害者虐待の通報・相談の

受付や市町村への情報提供・助言等を行います。（再掲） 

 

         

 

           

 

矯正施設(本人）

市町村等

地域生活定着

支援センター

情報の提供

連絡・調整

・各種福祉サービスの決定

・福祉事業者との調整

福祉施設

受入先

の調整

保護観察所

連携 矯正施設 ：福祉的支援に係るニーズ

の把握
保護観察所：具体的な福祉への移行に

向けたセンターとの調整

セ ン ター：福祉ｻｰﾋﾞｽの決定に向け

た調整（施設入所又は生

活保護等）
市町村等 ：福祉サービスの決定

福祉事業者との調整

事前の相

談など

・更生指導

・更生保護団体の協力

・更生保護施設への一時入所

・養護老人ホーム等入所

・障害施設入所など

ｺｰﾃﾞｨネート

・障害者手帳の申請

・要介護認定の申請等

他の都道府県

センター

地域生活定着支援センターの仕組み

 

コーディネーター（２人）
①本人の状況等をアセスメント

（家族等との面談など）

発達障害者支援センター

・ひきこもり

本人

・家族

精神科医・臨床心理士

労働機関

精神医療機関

当事者・家族会

厚生センター

複数の支援機関に

よる多面的支援

民間支援機関

・ひきこもり者の状態に応じて、１又は複数の支援

機関へつなぐ（要調整）。
ひきこもり地域支援センター

（心の健康センター内）

②アセスメント結果に

基づき、適切な支援

機関へつなぐ。

③状態に応じて適切に支援できるよう、

支援機関を調整・指導

④支援機関とともにアウトリー

チ（訪問支援）を実施

困難事例(家族ともコミュニケーションがない場合等）

一
般
的
事
例

困難事例に係る相談・助言指導

第
１
次
相
談

精神医療機関

厚生センター

発達障害者

支援センター

民間支援機関

当事者・家族会

＜富山県ひきこもり地域支援センター＞ 
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２ 地域生活を支援するサービスの充実 

 

  障害者が住み慣れた地域で自立し、安心して日常生活や社会生活を送ることができるよう、障害者

総合支援法等に基づき、ホームヘルプサービスや生活介護など訪問系サービスや日中活動系サービス

の一層の充実に努めるとともに、グループホームの整備など地域での住まいの場の確保を図ります。 

  地域生活支援については、本県では、年齢や障害の有無にかかわらず、高齢者、障害者、子どもなど

県民誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができる地域共生社会の実現に取り組んでおり、この

ような理念に基づく富山型の地域生活支援サービスの充実にも取り組みます。 

  また、障害者や障害児を介護する家族の負担を軽減するため、引き続き家族支援のための施策に取り

組むとともに、様々な福祉機器の活用や身体障害者補助犬の利用促進、各種障害関係制度の普及促進等

を図ります。 

  さらに、従来、障害者施策の対象に十分位置づけてこられなかった発達障害や高次脳機能障害などの

多様な障害について、正しい知識の普及や障害特性を踏まえた専門的な相談･支援体制に努めるなど適

切な対応を図ります。 

  なお、こうした取組を行うにあたっては、人材や財源が限られている中、真に必要なサービスを持続

して提供できるよう、サービスの重点化や効率化に留意します。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

移
行

【県の取り組み】
○グループホーム設置促進事業
○社会福祉施設等施設整備費補助事業
○障害福祉施設立上げ応援事業 等

個別支援計画
による事前準備

自活訓練

社会生活適応訓練

施設外実習

GH体験

入所施設

地域における生活

住まいの場

日中活動の場

就労の場
相談支援事業所
ケアマネジメント

等

グループホーム

自宅・アパート

生活介護、就労継続支援事業所、
富山型デイサービス 等

一般企業 等

ホームヘルプ
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（１）在宅サービス等の充実 

 ① 「富山型」地域生活支援の充実 

・身近な地域で高齢者、障害（児）者、子ども等を区別なく一緒に福祉サービスを提供する、富山型

デイサービスを整備促進します。（再掲） 

・地域共生の理念の普及・啓発等により、一般のデイサービス等から富山型デイサービスへの転換を

促進します。 

・障害者と認知症高齢者が共に暮らせる共生型グループホームの整備を支援します。 

・特別支援学校等卒業後の進路の選択肢を増やし、障害者の多様な働き方を生み出すため、とやま地

域共生型福祉推進特区において規模要件が緩和されている施設外での福祉的就労（地域共生型障害

者就労支援事業）の拡大に努めます。（再掲） 
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② 在宅サービスの充実 

・障害者の生活の質の向上や家族の介護負担の軽減を図るため、ホームヘルプサービスや短期入所、

日中一時支援事業等を充実します。 

・同行援護や行動援護等のサービス提供体制を強化するため、従業者養成研修の充実に努めます。 

・障害者の自立の促進、生活の改善、身体の機能の維持向上等を図ることができるよう、日中活動サ

ービスを充実します。 

・住み慣れた地域で福祉サービスを受けられるよう、高齢者総合福祉支援事業等による在宅福祉事業

や施設の相互利用を推進するなど、他制度との連携による効果的な福祉サービスの提供を推進しま

す。 

・高齢の障害者や常時介護を要する障害者等に対する支援の在り方についての国の検討結果を踏まえ、

適切な対応を行います。 

・精神障害者保健福祉手帳制度の周知普及、制度利用者数の拡大、公共交通機関等の割引制度につい

て周知及び適用拡大に向け関係機関へ働きかけます。 

・精神障害者地域共生支援事業等により精神障害者が住み慣れた地域で充実した生活を送れるよう、

厚生センター、市町村、精神科病院等が連携して支援します。 

・精神障害のある高齢者やその家族等への支援に資するため、介護保険サービスに関する情報提供を

行います。 

・福祉の分野においてＮＰＯ法人等が行う地域貢献型事業（コミュニティビジネス）に対して融資等

の支援をします。（再掲） 

・医療機関や協力事業所等の関係機関と連携し、精神障害者の自立した就職活動を援助するための精

神障害者社会適応訓練事業を推進します。（再掲） 

・訪問看護ステーションの整備を推進し、医療ニーズの高い高齢者や障害者の安全で自立した生活を

支援します。 

     

 

都 道 府 県

市 町 村

【基 本 事 業】

介護給付

・居宅介護（ホームヘルプ）
・重度訪問介護
・同行援護
・行動援護
・療養介護
・生活介護
・短期入所
・重度障害者等包括支援
・施設入所支援

自立支援医療 等

・更生医療

・育成医療
・精神通院公費

・相談支援 ・移動支援 ・成年後見制度利用支援 ・地域活動支援センター

・コミュニケーション支援 ・福祉ホーム ・日常生活用具の給付又は貸与

・その他の日常生活又は社会生活支援 等

補装具

地域生活支援事業

自立支援給付

・専門性の高い相談支援 ・広域的な対応が必要な事業 ・人材育成 等

訓練等給付

・自立訓練（機能訓練・生活訓練）

・就労移行支援
・就労継続支援（A型、B型）
・共同生活援助（グループホーム）

障害者・児

※児童デイサービスは、平成24年４月から
児童福祉法に基づくサービスに移行

【障害者総合支援法における障害福祉サービスの体系】

支援
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③ 住居の確保 

・障害者の地域での住まいの場であるグループホームの整備に支援し、設置を促進します。 

・障害者と認知症高齢者が共に暮らせる共生型グループホームの整備を支援します。（再掲） 

・公営住宅における障害者世帯の優先入居を推進するとともに、公的賃貸住宅や民間賃貸住宅の有効

活用による障害者世帯の居住の安定確保を図ります。 

・一般財団法人高齢者住宅財団が行う家賃債務保証制度について、引き続き賃貸住宅の経営者等に周

知を図ります。 

・あんしん賃貸支援事業について、県、市町村、福祉・居住支援団体等で構成する「富山県居住支援

協議会」において障害者世帯等からの民間賃貸住宅入居に関する相談を受付けており、引き続き適

切に対応します。 

 

④ 障害者の家族への支援 

・短期入所や日中一時支援事業、障害児通所支援（児童発達支援、放課後等デイサービス）、重症心身

障害児（者）レスパイトサービス事業などの促進により、在宅の障害児（者）を介護している家族

の負担軽減に努めます。 

・障害児の保護者に対し、専門講師の指導による健康相談、療育相談を行うとともに、レクリエーシ

ョン等を通じて親の健康回復等支援に努めます。 

・障害者団体の活動を支援することにより、家族同士の交流を促進します。 

・放課後児童健全育成事業や障害児わくわく子育て支援事業を実施し、障害児の放課後等の集団活動

の場を確保するなど、保護者の負担軽減のための施策を充実します。 

・精神障害者家族の負担を軽減するための各種サービス（短期入所、日中一時支援）を促進するとと

もに、悩みを持つ精神障害者家族等の相談事業を推進します。 

 

⑤ 福祉機器・各種障害関係制度の普及促進等 

・身体障害者補助犬（盲導犬、介助犬、聴導犬）の導入を支援するとともに、補助犬についての県民

の理解の促進に努めます。 

・在宅重度障害者住宅改善事業により、障害者の住宅の設備、構造等の改善を支援します。 

・市町村が実施する補装具や日常生活用具の円滑な給付のため、市町村間の連絡調整や情報提供など

必要な支援を行います。 

・障害基礎年金等の公的年金制度、特別障害者手当等の各種手当制度の周知に努めます。 

・税制面の各種減免措置、生活福祉資金の貸付制度等の周知に努めます。  

・富山県心身障害者扶養共済制度の周知に努めます。 

 

                          

 

 

盲導犬歩行体験（とやまふれいあいフェスティバルより）
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（２）多様な障害に対する対応 

 ① 発達障害 

・発達障害児（者）及びその家族を総合的に支援するため、発達障害者支援センターが地域の関係機

関と連携しながら各種相談に応じ、療育支援や就労支援、普及啓発及び研修を行います。（再掲） 

・人材育成などにより、発達障害児（者）に対する地域の支援体制の強化の支援に努めます。 

・発達障害を含む障害のある幼児児童生徒について、教育、保健、医療、福祉、労働等の関係機関の

連携を図り、学校内における支援体制を充実します。 

・県総合教育センターに設置された専門家チームや、県教育委員会が任命した巡回相談員が、発達障

害を含む障害のある幼児児童生徒への望ましい対応等を示し、幼稚園、保育所、小学校、中学校、

高等学校及び特別支援学校を支援します。 

・平成２７年度の開院を予定している「新たな総合リハビリテーション病院・こども医療福祉センタ

ー（仮称）」において、児童精神科医療の充実に努めます。 

・保育に特別な配慮を必要とする児童に対して、保育士等が適切に対応できるよう、保育所等への専

門家の派遣や専門性の向上を図る研修等を行います。 

・軽度の心身障害を有する乳幼児を保育する保育所に対し、担当保育士を配置する経費を助成します。 

・言語障害や情緒障害を有する児童の言語や情緒面の発達を促し、保護者が安心して子育てができる

よう、児童相談所において個別又は集団による指導を行います。 

・市町村とともに乳幼児健診や発達相談等の充実に努め、関係機関と連携しながら早期療育につなげ

ます。また、保健師等への研修を行うなど、早期発見、療育支援技術向上に努めます。 

 

 

 

 

 

 

発達障害者等の支援

乳幼児期

●早期発見

青年・成人期
●就労支援

●地域生活支援

学齢期
(小・中・高校）

●特別支援教育

就 学 前
（幼稚園・保育所）

●早期発達支援 ●就労移行支援

厚生センター
保健センター 就業・生活支援センター

児童発達支援
センター

特別支援学校児童相談所 ハローワーク

親の会等

ライフステージに応じた一貫した支援

医療機関等市町村・圏域

相談支援事業所

相談支援
指導・助言
情報提供

発達支援
医学・心理判定
療育相談

就労支援
職業生活に関する
相談、情報提供

◎発達障害者支援センターの運営
①あおぞら(高志通園センター）、 ②ありそ((福)めひの野園）

研修事業
保健師、保育士等

啓発事業
セミナー開催等
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② 高次脳機能障害 

・高志リハビリテーション病院に設置している高次脳機能障害支援センターにおいて、相談支援や普

及啓発のほか、関係職員等を対象とした研修会、利用者や入院患者とその家族を対象とした家族教

室、調査・研究などを実施します。（再掲） 

・高次脳機能障害支援センターを中心として、関係機関による高次脳機能障害(児)者を支援するため

のネットワークの構築に努めます。 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・専門的な診断・評価

・関係機関との連携

・関係機関への指導、助言

・関係機関、自治体職員に対する研修

・地域の実態把握、事業の実施状況分析

・効果的な支援方法の検討

・県民等への啓発普及 など

・面談、支援ニーズ調査、支援計画作成

・支援計画に基づくリハビリや生活・就労訓練のコーディネート

・社会復帰等への支援

（関係機関へのアドバイス、社会復帰後の状況の把握など） 厚生労働省

モデル事業における成果（マニュアル

等）の提示

・各種支援プログラムの検証と改正

・研修事業、普及啓発活動

・高次脳機能障害情報・支援センター

専門的相談

医療機関

脳外傷友の会高志

市町村

富山障害者職業センター

（就労支援機関）

サービス

利用

福祉サービス事業者

富山県高次脳機能障害支援センター

（高志リハビリテーション病院内）

指導助言

身体障害者更生相談所

心の健康センター地域支援ネットワーク

相談支援コーディネーター 委託

国立身体障害者

リハビリテーションセンター

県

高
次
脳
機
能
障
害
者
・
家
族

富山県における高次脳機能障害者支援普及事業実施体制
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③ 難病 

・難病患者に対し、障害福祉サービスの制度やその利用について普及啓発に努めます。 

・厚生センターや難病相談・支援センターにおいて、難病ボランティアの養成を推進します。 

・難病医療拠点病院や協力病院を中心とした入院施設の確保など難病医療体制の整備を図ります。ま

た、在宅重症難病患者一時入院事業を実施し、難病患者の在宅療養支援に努めていきます。 

・厚生センターで、難病患者のための医療相談、訪問相談、療養相談会、患者家族の交流会を実施し

ます。 

・厚生センターや難病相談・支援センターにおける難病患者等に対する相談・支援の充実を図ります。

（再掲） 

・難病相談・支援センターにおける講演会や療養相談会の開催、ピアサポーターの養成、就労支援等

を実施します。（再掲） 

 

④ その他の障害 

・制度に位置づけられていない様々な障害について、適切な対応を検討します。 
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３ 障害者施設の整備の方向と施設機能の充実・活用 

 

  これまで、施設に入所している障害者の地域への移行を支援してきた結果、県内の施設入所者数は

減尐してきました。これからも、地域生活を希望する障害者が、地域で安心して生活できるよう、グ

ループホームや就労継続支援事業所など生活や活動の場の充実を図っていく必要があります。 

  その一方、入所施設については、真に入所の継続や新たな入所が必要な障害者が適切にサービスを利

用することができるよう、これからも一定の入所定員の維持を図る必要があります。同時に、専門性を

もつ地域の資源として、障害者の地域生活を支援する役割を担うものとして位置づけ、専門的機能を地

域に開放するとともに、安全で安心な地域生活の向上を図るためのセーフティネットの一翼を担うこと

が重要です。 

さらに、現在、多くの人たちが入所施設で生活していることを踏まえ、入所者の生活の質の向上に努

めるとともに、高齢化や重度化･重複化の傾向を踏まえた施設機能の在り方について検討します。 

 

（１）施設整備の基本的方向 

・入所施設の整備については、地域の実情を踏まえ、真に必要なものに限定します。 

・障害者が地域で安心して暮らせるよう、日中活動の場（生活介護事業、就労継続支援事業、地域活

動支援センター等）と、住まいの場（グループホーム）の整備を促進します。 

  

（２）施設機能の充実と地域生活支援への活用 

・施設入所者の生活の質の向上を図るため、施設の小規模化・個室化を推進するなど、利用者の福祉

サービスの充実に努めます。 

・介護機器など福祉用具の導入による施設の設備機能の向上に努めます。 

・施設入所者の高齢化や障害の重度化・重複化に対する施設機能の在り方等について検討します。 

・障害者が地域で安心して暮らせるよう、障害者支援施設と連携し、その専門的機能を活用し、障害

者の地域生活を支援します。 
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４ 質の高いサービスの提供 

 

  福祉ニーズの多様化に対応し、障害者に質の高い福祉サービスを提供するためには、サービス提供

事業者･施設がサービスの質の向上に努めるとともに、担い手である福祉人材の養成･確保や資質の向

上を図る必要があります。 

  このため、市町村や指定事業者等に対する研修や指導監査を適切に行うとともに、サービス提供事業

者等によるサービスの自己評価や第三者評価機関等による客観的なサービス評価を実施します。また、

障害者に対する処遇が適切になされるよう、サービスに対する苦情解決体制の十分な活用を図ります。 

  人材の養成･確保については、障害の特性に応じたきめ細かなサービスが提供できるホームヘルパー

等の養成・確保とその資質の向上を図るほか、施設等従事者の専門性を高めるための研修の充実に努め

ます。 

  また、障害者の地域における自立を支援し、社会参加を促進するため、手話通訳、点訳、要約筆記等

の専門的知識や技術を持った人材の養成・確保に努めます。 

 

（１）サービスの質の向上 

 ① 施設運営の適正化 

・市町村や指定事業者等に対して、研修や指導監査を実施します。 

・障害福祉サービスに関するニーズの把握に努めるとともに、利用するサービスを選択しやすいよう、

適切な情報提供に努めます。 

・利用者の選択の幅が広がるよう、サービス管理責任者等研修や相談支援従事者研修の充実を通じて、

サービス提供事業者をできるだけ多く確保することに努めます。 

 

 ② 苦情解決機能の充実 

・施設等における苦情解決体制の充実により、サービスの質の向上を促進します。 

・利用者の意向、適性、障害の特性に配慮した、施設利用者の生活の質を向上させるような施設運営

を支援します。 

 

 ③ 第三者評価の実施促進 

・サービス提供事業者等の自己評価の実施を促進するとともに、第三者による客観的な評価を実施し、

サービスの質の向上を図ります。 

・第三者評価機関の調査者研修や評価結果の公表に取り組み、サービスの質の向上に努めます。 
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（２）福祉を担う人づくり 

① 福祉人材の養成確保 

・障害者に対し適切なサービスが提供できるよう、障害の特性等を理解したホームヘルパーを養成す

るための研修の充実に努めます。 

・同行援護や行動援護等のサービス提供体制を強化するため、従業者養成研修の充実に努めます。 

（再掲） 

・聴覚障害者がホームヘルパーの養成研修を受講できるよう支援します。 

・視覚障害者のコミュニケーションを支援する点訳奉仕員や朗読奉仕員を養成します。 

・聴覚障害者の意思伝達を円滑にする手話通訳者を養成します。 

・盲ろう者向け通訳・介助員を養成します。 

・手話取得の困難な中途失聴者や難聴者の意思伝達手段である要約筆記を行う要約筆記者を養成しま

す。 

・強度行動障害のある者への支援を適切に行うことができる人材を養成する研修を実施します。 

・障害のある高齢者等のケアマネジメントを含め、ケアマネジャーの知識・技術等能力及び資質の向

上のための研修を実施します。 

・海外からの希望のあった技術研修員に対し、障害福祉に関する知識やサービスの習得のための研修

の機会を提供することによって、開発途上国等における福祉人材の養成を支援します。 

 

② 施設等従事者の研修 

・富山県社会福祉協議会において社会福祉事業への従事を希望する者への就業情報等を提供するとと

もに、社会福祉事業経営者等に対する研修等を行い福祉人材の確保の支援に努めます。 

・障害福祉サービス事業所等において、利用者に対する一連のサービス提供のプロセスを管理するサ

ービス管理責任者の養成研修を実施します。 

・相談支援業務に従事する者の資質の向上と新規従事者の養成を図る相談支援従事者研修を実施しま

す。 

・介護職員に対する喀痰
かくたん

吸引等研修を実施し、喀痰
かくたん

吸引等ができる介護職員を養成します。 

・地域で生活する重症心身障害児（者）を支援するため、重症心身障害児（者）に対応できる生活介

護事業所等の職員を養成します。（再掲） 

・障害支援区分に基づく支給決定事務が客観的かつ公平・公正に実施されるよう、認定調査員等に関

する研修を実施します。 

・障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応を図るために必要な人材を育成します。 

 

③ 「とやま福祉人材確保緊急プロジェクト」の推進 

・富山県福祉人材確保対策会議を中心として、福祉人材確保に関するより効果的な方策を検討します。 

・中高校生や保護者等に対し、福祉の仕事の魅力をアピールして、養成校の志願者数の増加や福祉へ

の就業拡大など、福祉人材の掘り起こしを図ります。 

・介護福祉士を目指す者に対する支援強化など、福祉人材の教育・養成の促進を図ります。 

・潜在的な介護人材の掘り起こしや、福祉職場へのマッチング強化など、事業所における人材確保を

促進します。 

・施設職員への研修や処遇向上により、離職を防ぎ、職場への定着を図ります。 

・社会福祉士、介護福祉士の資格取得を目指す学生に対して修学資金の貸与を行うなど、専門的職員

の養成・確保に努めます。 
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福祉サービス第三者評価事業の実施促進 
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システム 
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⑩ 
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約･

調
査
評
価
結
果 

⑦ 評価機関 

情報の発信 

･採用 

･契約 

･設立 

④ 

※１ 

所属 

※２独立 

推進機構 

福祉サービス事業者 

⑨ 第三者評価 

の実施 

・ 

≪認証・公表委員会≫ 

・評価機関の審査・認証 

・評価結果の公表（公表手法

の検討） 

≪研修委員会≫ 

・評価手法の検討 

・評価基準（事業者調査、利

用者調査）の見直し検討 

･ 評価調査者養成・継続研修

手法の検討 

・評価調査者養成・継続研修

の実施 

・第三者評価事業に関する情報公開及び普及・啓発に関すること 

・第三者評価事業に関する苦情等への対応に関すること 

・その他第三者評価事業の推進に関わること 

 

⑬受審済証の

交付 

とやま福祉人材確保緊急プロジェクトの推進

○一般県民への普及啓発
○イメージアップの取組み
○小学生・中高生への普及啓発

○介護福祉士等の養成

○介護資格取得に向けた支援

○研修の充実

○職場環境の改善・向上

○職場説明会等の開催

○事業所と求職者のマッチング

○潜在有資格者の再就業支援

福祉人材の確保を効果的に推進していくために、関係機関が連携し、より効果的な方策を検討するとともに、
①掘り起こし、②教育・養成、③確保、④定着の４つのステップごとに確保対策を講じていきます。

掘り起こし 定 着確 保教育・養成

富山県福祉人材確保対策会議
県・県社協 (健康・福祉人材センター)

働きたい職場へ

地域住民 福祉・介護職場

効果的な確保対策の推進

地方公共団体

介護福祉士等養成施設

職能団体

就労関係団体
(介護労働安定センター他)

労働局・ハローワーク

新規学卒者

転職者 中高年・主婦層等

有資格者
(潜在介護福祉士等)

経営者団体
<主な課題>

・厳しい労働環境 (給与・夜勤ほか)

・高い離職率、短い勤続年数
・若年層の介護離れ ・イメージがよくない介護報酬の改定

(国)

事業者 従事者

利用者 ボランティア等

取組み

体 制
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５ 保健・医療施策の充実 

 

  障害者に対する適切な保健サービス、医療、医学的リハビリテーションの提供は、障害者が安心し

て生活を送る上で欠くことができないものです。また、障害の原因となる疾病等の予防・治療や障害

の早期発見のために、適切な保健・医療サービスを提供していく必要があります。 

  障害の予防・早期発見のために、妊娠期から乳幼児期、小児期にわたって健康診査や相談・指導を充

実するなど母子保健対策を推進するとともに、特に高齢になってからの障害を予防するため、壮年期か

ら高齢期にいたる一貫した健康管理や疾病予防を行うなど、成人保健対策を推進します。 

  また、在宅医療の体制整備等を推進し、医療、医学的リハビリテーションを充実するとともに、健康

診査、健康相談の充実や、リハビリテーションを身近な地域において受けられるような体制の整備など、

適切な保健サービスの提供を推進します。さらに、リハビリ関係技術者や医療・保健従事者等、専門職

種の人材確保や資質の向上を図ります。 

  近年、社会や経済の情勢が大きく変化する中で、多くの人々が様々なストレスにより心の健康の問題

を抱えており、精神障害に関する知識の普及啓発や精神医療体制の整備を図る必要があります。このた

め、ライフステージの各時期において、心の健康づくりのための施策を推進するとともに、精神障害の

早期発見・早期治療の促進や適切な医療の確保を図るなど、精神医療面の施策を充実します。また、高

齢化の進展等に伴い増加している認知症に対する施策を充実します。 

 

（１）障害の予防・早期発見 

① 母子保健対策の推進 

・妊産婦の健康の保持・増進を図るため、医療機関との連携を強化して健康診査、訪問、相談指導等

を効果的に推進します。 

・妊婦に対する切迫早産等妊娠中の異常の予防に関する知識の啓発普及や、保健医療関係者に対する

妊娠・出産の安全性の確保、適切な母体搬送の定着を目的とした講習会を実施するなど、周産期保

健医療体制を強化します。 

・母体や胎児に影響を及ぼす妊娠高血圧症候群や糖尿病などを対象に、妊産婦の医療費の公費負担を

行います。 

・新生児死亡及び心身障害を予防するため、専門的高度医療を提供する周産期母子医療センター等の

機能を充実するとともに、同センターを拠点とした周産期保健医療連携体制を充実します。 

・総合周産期母子医療センターや各地域の病院、診療所などの関連施設の相互の連携、これらの施設

と母子保健事業を行う厚生センターや市町村との連携の推進に努めます。 

・先天性疾病の早期発見・早期対応のため、先天性代謝異常等検査、新生児聴覚検査等のマス・スク

リーニングを推進するとともに、関係機関の連携による支援体制の充実を図ります。 

・市町村と連携しながら、未熟児や重症な疾患で医療機関との連携が必要な乳幼児への養育支援の充

実に努めるとともに、周産期地域連携ネットワーク事業などにより、医療機関との連携体制の強化

を図ります。 

・乳幼児の訪問や健康診査及び相談等を通して、心身障害児や心身の発達に支援が必要な乳幼児とそ

の保護者に対し、疾病や障害の早期発見や早期対応及び合併症や二次障害の予防に努めます。また、

相談支援技術向上など関係者の資質向上や、関係機関との連携を強化し、支援体制の充実を図りま

す。 

・慢性疾患など長期療養児の相談や地域相談支援体制の充実に努めます。 

・母子保健推進員や愛育班など地域組織を一層強化して、地域ぐるみの支援体制の充実を図ります。 
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② 成人保健対策の推進 

・健康増進法に基づく健康教育、健康相談等の保健事業を推進し、壮年期からの疾病予防や健康管理

を行います。 

・「富山県健康増進計画（第２次）」に基づき各種施策を推進し、「健康寿命の延伸」を基本目標とした

健康づくり、望ましい生活習慣の確立及び生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底等に努めます。 

・高齢者の介護予防や認知症予防のための施策を推進します。 

 

（２）保健・医療体制の充実 

① 障害者に対する医療 

・救急医療体制の整備や救急医療情報システムの適切な運営により、救急医療への対応を一層充実し

ます。 

・地域の医療機関で歯科診療を受けることが困難な障害者に対して、富山県歯科保健医療総合センタ

ーにおいて歯科診療を行います。 

・在宅で必要に応じた適切な医療が２４時間・３６５日受けられるよう、在宅医療を行う開業医グル

ープ等への支援や訪問看護の充実など、在宅医療の体制整備に努めます。 

・在宅療養者が安心して療養が続けられるよう、医師・看護師など医療関係者とケアマネジャー、ホ

ームヘルパーなど介護関係者が連携して、医療・介護サービスを提供できる体制整備の推進に努め

ます。 

・（公財）富山県移植推進財団及び（公財）富山県アイバンクにおける腎臓及び眼球の提供登録や臓器

提供意思表示カード（ドナーカード）の普及啓発による臓器移植などを推進します。 

・障害者が必要な医療サービスを受けられるよう、自立支援医療制度や公費負担医療制度、重度心身

障害者等に対する医療費助成制度の普及と適切な運用を図ります。 

・インターネットを通じて医療機関に関する多様な情報を提供する「とやま医療情報ガイド」におい

て、車椅子への対応、聴覚障害者への配慮等の情報を提供します。 

 

② 障害者に対する適切な保健サービス 

・厚生センターで、主に精神障害者や難病患者を対象にしている保健・福祉サービス調整推進事業の

活動の充実を図ります。 

・厚生センターで、難病患者のための医療相談、訪問相談、療育相談会、患者家族の交流会を実施し

ます。 

・二次障害や合併症を予防し障害の軽減を図るとともに、障害者や家族が充分な理解と納得（インフ

ォームドコンセント）が得られるよう、疾病についての知識、日常生活における留意事項などの普

及に努めます。 

・厚生センターで、保健・医療・福祉関係機関のネットワークづくりを支援します。 

・障害児・者歯科医療ネットワーク（障害（児）者が身近な医療機関で歯科受診を受けることができ、

また、必要に応じてより専門的な歯科医療を受けることができる体制）により歯科医療の提供を推

進します。 

・障害（児）者の歯科医療や歯科保健指導を強化するための治療指導内容を示す絵カードや写真カー

ドの作成など媒体整備を支援します。 

・障害（児）者を対象とする歯科健診や保健指導の導入を検討するとともに、施設職員等を対象に歯

科保健に関する研修を行います。 

・障害の状況に応じた知識や技術を有する歯科専門職を育成するための取組みを促進します。 

・難病医療拠点病院や協力病院を中心とした入院施設の確保など難病医療体制の整備を図ります。ま
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た、在宅重症難病患者一時入院事業を実施し、難病患者の在宅療養支援に努めていきます。（再掲） 

・難病相談・支援センターで、講演会や療養相談会の開催、ピアサポーターの養成、就労支援等を実

施します。（再掲） 

・厚生センターで精神保健福祉相談や訪問指導、家族や障害者本人を対象とした教室等を実施します。 

 

③ 専門職種の確保 

・医師、歯科医師の臨床研修制度の推進により、医療従事者の資質の向上を図ります。 

・訪問看護の進展等による看護職員の需要増に対して、訪問看護師養成講習会や訪問看護に関する相

談事業及び支援事業を実施し、看護職員の確保を図ります。 

 

（３）リハビリテーション提供体制の充実 

・急性期から回復期、維持期（生活期）に至るまで、患者の症状に応じたリハビリテーションを行う

体制の充実を図ります。 

・県リハビリテーション支援センター（高志リハビリテーション病院）、地域リハビリテーション広域

支援センター（６病院）、厚生センター・富山市保健所、富山県医師会、市町村、訪問看護ステーシ

ョン、地域包括支援センターなどとの連携により、地域リハビリテーション事業の推進を図ります。

併せて、地域リハビリテーション体制の整備や支援体制の充実に努めます。 

・リハビリ関係技術者及び生活習慣病予防対策に関わる医療・保健従事者の各種研修を実施するなど

資質の向上を図ります。 

・高志リハビリテーション病院、高志学園及び高志通園センターを「新たな総合リハビリテーション

病院・こども医療福祉センター（仮称）」として統合再編し、本県のリハビリテーション医療の中核

施設として充実するとともに、全県レベルでのリハビリテーション機能を強化します。 

・新病院において入退院支援から地域連携、在宅サービスなど退院後の在宅生活をリハビリテーショ

ンの立場から支援する「地域リハビリテーション総合支援センター（仮称）」を整備します。 
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　富山県地域リハビリテーション支援体制整備事業体系図

地域リハビリテーション広域支援センター

新川圏域：黒部市民病院 高岡圏域：高岡市民病院

富山圏域：富山市民病院 砺波圏域：市立砺波総合病院
かみいち総合病院 南砺市民病院

・専門職の派遣 ・関係者研修会・連絡会の開催
・介護予防事業への支援 ・地域住民への啓発、普及
・福祉用具、住宅改修等をリハビリ従事者へ援助

富山県リハビリテーション支援センター
(高志リハビリテーション病院)

・ リハビリテーション・介護予防に関する情報提供
・専門職への研修会開催
・広域支援センターへの支援（専門職派遣等）
・連絡会の開催

技術支援・情報交換 連携

医療・介護保険

病院・診療所
療養型医療施設
老人保健施設

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 等

市町村
保健・福祉・介護保険

保健センター

地域包括支援センター

在宅介護支援センター 等

患者の会
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ

住 民

技術支援 情報提供等
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連携

連携
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（４）精神保健・医療施策の推進 

① 心の健康づくり 

・ライフステージや生活環境に応じた各種精神保健相談事業や一般県民向けの各種メンタルヘルス対

策を充実します。 

・障害に起因する様々なストレスについて、関係機関とも連携しながらメンタルヘルス対策に努めま

す。 

・近年増加傾向にあり、自殺とも関連が深いといわれるうつ病について、その対策の充実を図ります。 

・自殺未遂者・自殺遺族等のケアに関する知識の普及を図ります。 

 

② 精神医療の充実 

・統合失調症やうつ病などによる精神障害の早期発見・早期治療を促進するとともに、自立支援医療

費制度の活用により在宅患者の治療を促進します。 

・休日や夜間の精神障害の急性発症や急性期症状に対応し、適切な医療の確保を図るため、精神科救

急医療システムの充実に努めます。 

・精神科医療に関する緊急の相談に２４時間対応する「精神科救急情報センター」の円滑な運用・充

実を図ります。 

・精神医療審査会等の適切な運営を通じて、入院中の者に対する適正な医療及び処遇の確保を図りま

す。 

・心の健康センターを中心に医療機関、厚生センターと連携して、精神保健福祉に関する普及啓発・

相談指導、調査研究の充実を図ります。 

・かかりつけ医のうつ病対応力の向上を図るため研修会を実施するよう努めます。 

 

③ 認知症対策の充実 

・認知症に関する正しい知識の普及・啓発を図り、認知症の早期発見・早期対応の促進に努めます。 

・厚生センター等において、認知症に関する相談指導を行うほか、訪問指導、家族支援等の充実に努

めます。 

・より身近な市町村や地域包括支援センターにおける認知症相談の充実に努めます。 

・かかりつけ医や病院の医師の認知症対応力の向上を図るため、認知症サポート医による研修等を実

施します。 

・認知症介護に携わる職員の資質向上のため、指導者の養成や認知症介護の実践研修等を行います。 

・地域における認知症高齢者とその家族を支援するため、認知症サポーターの養成などによる認知症

の正しい知識の普及・啓発や、地域関係者による見守り隊等ネットワークづくりを推進します。 

・保健、医療、福祉、雇用などの地域関係機関等によるネットワークづくりを推進し、認知症を有す

る者の状況に応じた支援体制の充実に努めます。 
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＜精神科救急医療体制＞

→

相談者 【夜間】

（17:00～翌9:00） 県立中央病院

・本人 → (1床確保) (１床確保) →

（9:00～17:00）

・家族 27

病

・医師 院

→

・関係機関 (1床確保) (１床確保)

→

→ 【平日昼間】

（9:00～17:00）

→

【土日・休日昼間】

東部圏域または西
部圏域の当番病
院

社会福祉法人富
山県精神保健福
祉協会

西部圏域の当番
病院

①精神科救急情
報センター

②当番病院 ③基幹病院 ④後方支援病院

必要に応じて、
相談者の付近の
精神科病院等を
紹介

救
急
シ
ス
テ
ム
参
画
病
院

受
診
が
必
要
な
場
合

国立病院機構
北陸病院

※13病院による輪番
制

※15病院による輪番
制

東部圏域の当番
病院
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１ 住みよい生活環境の整備 

 

  障害者が地域社会で自立した生活を営み、自由に活動できるためには、建築物、道路、公園等、日

常生活に必要とされる施設等のバリアフリー化を推進するとともに、障害者一人ひとりに適した移動

手段を確保することが大切です。また、障害者にとって暮らしやすい住まいを整備していくことも必

要です。 

  このため、住宅や道路、県有施設等のバリアフリー化をさらに進めるとともに、交通、移動手段につ

いて利用しやすい環境がさらに整備されるよう取り組みます。また、ユニバーサルデザインの考え方を

広く県民に浸透、普及させるための施策を推進します。 

 

（１）暮らしやすい住まいの整備 

・在宅重度障害者住宅改善事業及び高齢者が住みよい住宅改善支援事業により障害者等の住宅のバリ

アフリー化を推進します。（一部再掲） 

・専門的な住宅改修に関して相談を行うとともに、障害に応じた住宅改造を行うために、建築関係の

専門家をバリアフリーアドバイザーとして派遣し、適切なアドバイスを実施します。 

・バリアフリー対応等の質の向上が進みにくい賃貸住宅において、住宅性能表示制度の普及を図るこ

となどによる良質な賃貸住宅の整備やリフォームを誘導します。 

・障害者と認知症高齢者が共に暮らせる共生型グループホームの整備を支援します。（再掲） 

・公営住宅における障害者世帯の優先入居を推進するとともに、公的賃貸住宅や民間賃貸住宅の有効

活用による障害者世帯の居住の安定確保を図ります。（再掲） 

・障害者グループホーム等と有料老人ホームを併設し、異世代交流により、互いに相乗効果のあるケ

アが期待できる「富山型」シニアアパートの整備を支援します。（再掲） 

 

（２）人にやさしいまちづくりの整備 

 ① 福祉のまちづくりの計画的推進 

・県民福祉条例に基づく「富山県民福祉基本計画（改定版）」の普及・啓発を図ります。（一部再掲） 

・県民各界各層で構成する「富山県民福祉推進会議」により市町村、事業者、県民と連携して住民参

加によるまちづくりを推進します。 

・福祉のまちづくり推進事業等により、地域における福祉のまちづくりを総合的に展開します。 

・福祉のまちづくりに関するシンポジウムの開催等により、福祉のまちづくりの普及啓発を図ります。 

・福祉のまちづくりの模範となる建築物等及び取組に対し、率先して取り組んでいる企業、団体及び

個人等を表彰します。 

・県民福祉条例施設整備マニュアル、ホームページ等の作成や、建築士等に対して研修を行うなど、

普及啓発に努めます。 

 

 

Ⅳ 快適で安心して暮らせる生活環境の整備 

 

障害のある人の自立と社会参加を支援し、誰もが快適で暮らしやすい生活環境の整備を

推進するため、障害者が暮らしやすい住まいや人にやさしいまちづくり、利用しやすい交

通の整備、防災・防犯対策の推進、コミュニケーション支援などに取り組みます。 
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② 人にやさしい施設、公園等の整備 

・公共事業の実施やまちづくり計画等の策定に当たって、ユニバーサルデザインが広く導入されるよ

うに働きかけます。 

・県民福祉条例に基づき、生活関連施設の整備の遵守について設置者に一層の理解と協力を求め、整

備基準に適合した施設の整備促進に努めます。 

・県有施設に自動ドアやスロープを設置するなど改善を行い、県有施設のバリアフリー化を推進しま

す。 

・富山県まちづくり総合支援事業により、市町村が実施する福祉のまちづくり事業を支援し、生活環

境の整備促進に努めます。 

・人にやさしいまちづくり事業により、障害者等の市街地での快適かつ安全な移動を確保するための

施設整備や、障害者等の利用に配慮した建築物の整備等を促進します。 

・商店街組合等によるスロープ、障害者用駐車スペース等の整備に対して支援を行い、高齢者・障害

者対応型商店街の整備を促進します。 

・障害者が公園緑地を利用しやすいように、トイレ・園路を整備するほか、箇所によっては障害者対

応エレベーターの設置も検討するなど、バリアフリー化を推進します。 

・人の利用に供する新設港湾緑地において、スロープの整備などバリアフリー化の推進に努めます。 
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（３）利用しやすい交通、移動手段の整備 

・交通安全施設の整備や駐車対策を推進します。 

・幅の広い歩道の整備、歩道の段差解消、視覚障害者用誘導ブロックの設置、エスコートゾーンの設

置及び無電柱化について計画的に整備推進します。 

・駅を中心とした地区や、高齢者・障害者などが利用する施設が集まった地区において、スロープや

エレベーター、文字表示板、点字案内板を設置することなどにより、一体的なバリアフリー化を図

ります。 

・障害者等が容易に利用できる低床バス等の移動手段の整備を促進します。 

・とやまのみちフレッシュアップ事業などにより、ひとにやさしい、使いやすく安全な歩行空間の整

備を促進します。 

・リフトを備えた福祉バスの運行事業を通じて障害者の社会参加の促進に努めます。 

・運転免許センターに適性相談係を設け、障害程度に応じ運転免許条件を付すための臨時適性検査・

技能試験等を実施します。 

・身体障害者補助犬（盲導犬、介助犬、聴導犬）の導入を支援するとともに、補助犬についての県民

の理解の促進に努めます。（再掲） 

・同行援護や行動援護等のサービス提供体制を強化するため、従業者養成研修の充実に努めます。（再

掲） 

・身体障害者の自動車運転免許取得を促進するため、県内全ての指定自動車教習所で身体障害者用教

習車を用いた教習が可能な体制を整備します。（再掲） 

・精神障害者保健福祉手帳制度の周知普及、制度利用者数の拡大、公共交通機関等の割引制度につい

て周知及び適用拡大に向け関係機関へ働きかけます。（再掲） 

                             

（４）ユニバーサルデザインの普及 

・「富山プロダクツ展」の開催等を通じたユニバーサルデザイン商品への県民意識の啓発を促進します。 

・ユニバーサルデザインに関する情報、事例の収集と情報発信を促進します。 

・公共事業の実施やまちづくり計画等の策定に当たって、ユニバーサルデザインが広く導入されるよ

うに働きかけます。（再掲） 
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２ 安心して暮らせるまちづくりの推進 

 

  障害者が地域社会において、安全・安心して生活することができるよう、交通安全対策の充実や防

災、防犯対策の推進、消費者トラブルの防止に取り組んでいく必要があります。 

  特に、防災対策について、障害者など災害時要援護者は、大規模災害が発生すると被害を受けやすい

ことから、大規模災害に備えて障害者の防災支援体制を整備しておくことが重要であり、実践的な防災

訓練を実施するなど、市町村とも連携しながら、実効性のある防災対策を推進します。 

  また、障害者に対する犯罪被害の防止と早期発見に努めるとともに、消費者としての障害者を保護す

るため消費者教育の推進など適切な対応に努めます。 

 

（１）交通安全対策の充実 

・音響信号機、高齢者等感応信号機、歩行者感応信号機等の整備を進めるほか、視覚障害者の安全性

及び利便性を向上させるエスコートゾーン整備を推進します。 

・交通安全思想の普及を図るため、交通安全協会等関係機関・団体と連携し巡回訪問指導、街頭にお

ける保護誘導・実施指導、地域における住民への啓発を行います。 

・生活道路における歩行者等の安全を確保するため、区域（ゾーン）を設定して、最高速度を原則と

して３０km/ｈとするほか、道路標識・道路標示の高輝度化や信号灯器のＬＥＤ化、路側帯の設置・

拡幅等の対策を推進します。 

・交通安全施設の整備や駐車対策を推進します。（再掲） 

                

 

（２）防災対策の推進 

・「富山県地域防災計画」による各種施策を推進し、障害者に対する防災対策に関する知識の普及や社

会福祉施設等における防災対策の促進に努めます。 

・災害時に障害者に対する避難誘導やボランティア活動がスムーズに行われるような体制づくりに努

めるとともに、県の総合防災訓練において、障害者や支援者の参加により実践的な訓練を実施する

など普及啓発の推進に努めます。 

・各地域において、障害者などの要支援者と支援者の双方が参加した実効性のある防災訓練が実施さ

れるよう、市町村に働きかけます。 

・国の補助を活用しながら災害時に在宅の障害者を受け入れる避難スペースの整備を支援するととも

に、避難スペースを活用した防災訓練の実施について、市町村へ働きかけます。 

・災害対策基本法に基づく要支援者名簿の作成や要支援者に関する個人情報の取扱い等について市町

村に周知を図るなど、国の「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」に基づき市町村

における要支援者の避難支援体制の整備を推進します。 

・除雪支援事業等により、ひとり暮らし高齢者や障害者等除排雪の困難な世帯の除排雪支援を行いま

す。また、雪につよい住宅づくりを促進します。 
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避難行動要支援者の支援体制の整備 

障害者などの情報の入手や自力での避難が困難な避難行動要支援者の支援のため、国にお

いて「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」等を策定し、市町村等における

支援体制の整備を支援しています。 

避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針（内閣府） 

 (1) 要配慮者の把握 

 (2) 避難行動要支援者名簿の作成  (3) 避難行動要支援者名簿の更新と情報の共有 

 (4) 避難支援等関係者への事前の名簿情報の提供 

 (1) 避難のための情報伝達 

 (2) 避難行動要支援者の避難支援 

 (3) 避難行動要支援者の安否確認の実施 

 (4) 避難場所以降の避難行動要支援者への対応 

災害対策基本法の一部改正により、新たに、避難行動要支援者名簿の作成、名

簿情報の避難支援等関係者等への提供等の規定が設けられたことを受け、市町村

を対象に、その事務に係る取組方法等を指針として示したもの。 

 （構成と主な内容） 

１ 全体計画・地域防災計画の策定 

２ 避難行動要支援者名簿の作成等 

３ 発災時等における避難行動要支援者名簿の活用 

４ 個別計画の策定 

５ 避難行動支援に係る地域の共助力の向上 
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（３）防犯対策の推進 

・交番等の警察官が迅速な対応ができるように、訪問理由などを絵や文字で示した「コミュニケーシ

ョンボード」の活用等を推進します。 

・警察への緊急通報手段としてファックス１１０番やメール１１０番の周知に努めます。 

・警察と地域の障害者団体、福祉施設、行政等との連携の促進等により、犯罪被害の防止と犯罪被害

の早期発見に努めます。 

・被疑者あるいは被告人となった障害者がその権利を円滑に行使することができるよう、刑事事件に

おける手続の運用において、障害者の意思疎通等に関して適切な対応を図ります。あわせて、これ

らの手続に携わる職員に対して、障害や障害者に対する理解を深めるため必要な研修を実施します。

（再掲） 

・知的障害により、コミュニケーションに困難を抱える被疑者等に関する取調べの録音・録画の試行

を引き続き行います。（再掲） 

 

（４）消費者トラブルの防止 

・関係行政機関や福祉関係団体、消費者団体等で構成される「くらしの安心ネットとやま」により、

障害者の消費者トラブルを防止するための情報の相互共有、連携強化に努めます。 

・障害者や障害者を支援する者に対する消費者教育を推進することにより、障害者の消費者としての

利益の擁護や増進が図られるよう努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 64 - 

 

３ コミュニケーション支援体制の確立 

 

  障害者が地域で快適な生活を営むためには、情報が円滑に取得できるとともに、意思表示やコミュ

ニケーションの手段が確保されていることが重要です。 

  このため、生活に必要な情報が障害の有無にかかわらず取得できるよう適切な情報提供に努めるとと

もに、点訳奉仕員・朗読奉仕員の養成や手話通訳者・要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員の養成・

派遣を行うなど、意思疎通の困難な障害者のコミュニケーションを支援します。 

 

（１）情報バリアフリー化の推進 

・地域における障害者のパソコン使用をサポートする指導者を育成します。 

・視覚障害者、聴覚障害者及び盲ろう者に対して、ＩＴ講習会を開催します。 

・障害者の情報機器に関する相談・援助を行う障害者ＩＴ推進員を派遣します。 

 

（２）情報提供の充実 

 ① 行政情報の提供 

・視覚障害者が必要な情報を得られるよう、県の点字広報及び声の広報の発行など、点字、音声等に

よる情報提供を充実します。 

・知事選挙、国会議員選挙に際して、点字・音声による選挙のお知らせの配布や政見放送手話通訳会

の開催、政見放送における手話通訳・字幕の付与への支援等により、選挙権の行使が適切に行われ

るよう情報提供に努めます。 

・障害者や高齢者も投票しやすい電子投票の導入について、全国の実施状況も踏まえ、市町村ととも

に検討を進めます。 

・選挙公報にルビを振ることや障害者にとってわかりやすい表現にすること等について立候補予定者

等へ働きかけます。 

・投票所においては、障害者の投票を補助するため、投票の順序等のわかりやすい掲示や必要に応じ

て事務従事者が選挙人に対して案内等補助を行うこと等について、市町村へ働きかけます。 

・投票用紙に自ら候補者の氏名等を記載できない選挙人は代理投票ができることについて、引き続き

市町村とともに周知に努めます。 

・聴覚障害者に対する情報提供の充実のため、テレビ広報の字幕放送、手話放送を実施します。また、

知事のタウンミーティングにおいて、手話通訳者を設置します。 

・障害者や高齢者も利用しやすい県のホームページの提供に努めます。 

・県及び市町村の職員を対象とした職員研修所での手話講座の開催などにより、行政サービス窓口で

聴覚障害者の意思疎通が円滑に行われるよう努めます。 

  

② 情報提供サービスの充実 

・富山県総合福祉会館の福祉情報システムにより、障害者等に対する情報提供機能を充実します。 

・点字図書、朗読図書及び字幕（手話）入りビデオカセット提供サービスを充実します。（再掲） 

・視覚障害者及び聴覚障害者のコミュニケーション支援や相談援助のため、視覚障害者及び聴覚障害

者の情報提供施設の運営を支援します。 

・県内の公共施設等のバリアフリー情報を県ホームページに掲載することにより、障害者等の外出を

支援します。 
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（３）コミュニケーション支援の充実 

・視覚障害者のコミュニケーションを支援する点訳奉仕員や朗読奉仕員を養成します。（再掲） 

・手話通訳者及び要約筆記者の養成、手話通訳者の設置を行います。 

・手話通訳者や要約筆記者の派遣事業は基本的に市町村が実施しますが、県は、市町村域を超える広

域的な派遣、複数市町村の住民が参加する障害者団体等の会議、研修、講演又は講義等並びに市町

村での対応が困難な派遣等を可能とするため、事業を実施します。また、手話通訳及び要約筆記の

派遣に係る市町村相互間の連絡調整を行い、市町村域を超えた派遣が市町村において適切に実施さ

れるよう努めます。 

・盲ろう者向け通訳・介助員を養成します。（再掲） 

・盲ろう者に対しコミュニケーション及び移動等の支援を行う盲ろう者向け通訳・介助員の派遣事業

を実施するとともに、事業の利用が広がるよう、市町村や関係団体等の協力を得ながら事業の周知

に努めます。 

・手話通訳者設置事業や手話奉仕員養成研修事業を実施する市町村が拡大するよう、市町村に働きか

けます。 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手話講座（とやまふれあいフェスティバルより）
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１ 障害保健福祉圏域 

障害者は、市町村ごとの対象者が尐なく、障害の種類によっても対応が異なることから、施策によって

は、一つの市町村だけでは実施困難なもの、広域的に対応した方が効果的なものがあります。 

このため、前計画である「新とやま障害者自立共生プラン」で設定した障害保健福祉圏域と同様に、４

つの障害保健福祉圏域（富山、高岡、新川、砺波）を設定し、地域的に均衡のとれた施設配置や効果的な

施策展開を実現するため、障害保健福祉圏域ごとに検討を進めることとします。 

ただし、圏域の範囲や機能については、今後必要に応じて見直します。 

                                 （単位：人） 

圏域名 総人口 

身体障害者 知的障害者 精神障害者 

身体障害者 
手帳所持者数 

療育手帳 
所持者数 

精神障害者 
保健福祉手帳
所持者数 

精神科病院 
入院患者数 

公費負担 
通院患者数 

富山 

圏域 
503,982 24,618 3,299 2,335 1,411 4,921 

高岡 

圏域 
315,031 13,868 2,119 1,127 837 2,695 

新川 

圏域 
124,267 5,988 837 430 278 971 

砺波 

圏域 
132,878 6,381 997 636 475 1,221 

県計 1,076,158 50,855 7,252 4,528 3,001 9,808 

※総人口は、２５年１０月１日現在 

※各手帳所持者数、精神障害者の公費負担通院患者数については２５年３月３１日現在 

※精神科病院入院患者数については２５年６月３０日現在（病院所在地別のデータ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３編 計画の推進体制 

富山圏域 

新川圏域 

高岡圏域 

砺波圏域 
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２ 連携・協力の確保 

 障害者施策は福祉分野のみならず、保健・医療、生活環境、雇用・就業、教育など幅広い分野にわたっ

ていることから、関係部局が緊密に連携し総合的に取り組むとともに、これらの関連施策の連携を図りま

す。 

 また、障害者やその家族の様々なニーズに応えていくためには、国や市町村、さらに障害者団体、 

ＮＰＯ・企業等民間団体など多様な主体の関わりが必要であり、適切な役割分担のもと、連携・協力を図

ります。 

 特に、障害福祉サービスの実施主体である市町村との連携・協力体制の一層の強化を図ります。 

 

３ 役割分担 

（１）県民の役割 

・障害者自らは、地域社会の一員として主体的に社会活動に参加するとともに、能力を発揮して自立

を目指し、その人の能力に応じて社会に貢献していくことが期待されます。 

・地域住民は、障害や障害者について理解を深めるとともに、福祉の受け手としてだけではなく、福

祉の担い手としてＮＰＯ・ボランティア活動等に自発的・主体的に参加するなど、共生社会の実現

に向けて地域社会における役割を果たすことが期待されます。 

・ＮＰＯ、ボランティアは、その特徴である機動性や柔軟性を活かして、地域のニーズに応じて、行

政や企業では対応のできないきめ細かなサービスの提供や活動を行うなど、地域コミュニティの再

生・活性化の新たな担い手として期待されます。 

 

（２）事業者、各種団体の役割 

・障害者団体は、障害者の生活に関するニーズを把握し、自主的な支援活動や各種啓発活動などを展

開することが求められます。また、障害者及びその家族同士の交流や地域住民等との交流により、

相互理解の促進を図ることが期待されます。 

・サービス提供事業者は、障害者の状況に応じた適切なサービス提供を行うとともに、サービス内容

の情報提供やサービスの評価などによる質の向上に努め、利用者の立場に立った質の高いサービス

を提供することが求められます。 

・企業は、地域社会を構成する一員として、ボランティア活動などの社会貢献活動の環境づくりや障

害者雇用を積極的に進めることなどにより、障害者の自立を支援していくことが期待されます。 

 

（３）行政の役割 

・市町村は、地域住民に最も身近な行政機関として、率先して障害者をはじめとした住民のニーズの把

握に努める必要があります。また、障害者やその家族等からの様々な相談に応じるとともに、各種サ

ービスの提供を適切に行うなど、その地域に応じたきめ細かな施策を計画的に推進し、総合的な支援

を住民に提供する役割を担います。 

・県は、県全体の施策の方向性を示すとともに、市町村が求められている役割を確実に発揮できるよ

う、市町村への技術的･財政的支援、情報提供、広域的な調整のほか、人材育成や専門性の高い相談

支援、広域的な対応が必要な事業の実施などの役割を担います。また、地域住民や民間事業者等に

対しても、市町村と連携し、その活動を支援するなど、総合的かつ効率的な施策を展開します。な

お、施策の推進にあたっては、真に必要なサービスを持続して提供できるよう、サービスの重点化

や効率化に留意してまいります。 

・国は、地方公共団体が必要なサービスを障害者に持続して提供できるよう、安定的な制度の構築と

運営、財源の確保などの役割を担う必要があり、こうした役割を適切に果たしてもらえるよう国に

求めていきます。 
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４ 計画の進行管理 

計画の推進に当たっては、障害者団体や学識経験者、市町村の代表等からなる富山県障害者施策推進

協議会に計画の進捗状況や障害者に関する施策の実施状況を適宜報告し、その意見を踏まえ計画の適切

な進行管理を図ります。 

また、県民参加による各種福祉活動を推進するため、県内各層の代表者で構成される富山県民福祉推

進会議との連携にも配慮します。 

  障害者を取り巻く社会情勢の大きな変化があったときは、必要に応じて計画の内容を見直します。 
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Ⅰ 互いに認め、尊重し、支え合いながら暮らす地域づくり 

中 項 目 指 標 名 Ｈ２４ 

末現在 

Ｈ３０ 

目標値 

１ 障害及び障

害者に対する

理解の促進 

障害のある人との交流や手助けをしたことのある人

の割合（県政世論調査で５年ごとに調査） 

79.2％ 

（H25） 
85％ 

富山型デイサービスの事業所数（累計） 94 箇所 165 箇所 

２ 差別の解消

及び権利擁護

の推進 

障害者虐待・権利擁護研修受講者数（累計） 451 人 1,400 人 

３ 社会参加活

動の推進 
障害者スポーツ指導員養成数（累計）（※） 557 人 673 人 

 

Ⅱ 自立と社会参加に向けた基盤づくりとしての教育・育成の充実と雇用・就労の促進 

中 項 目 指 標 名 Ｈ２４ 

末現在 

Ｈ３０ 

目標値 

１  障害のあ

る子どもの

教育・育成の

充実 

特別支援教育に関する教員研修の受講率 66.90％ 80％ 

特別支援教育に関する個別の指導計画作成率 
（小）95.4％ 

（中）95.1％ 
100％ 

放課後等デイサービス事業所数（累計） 12 箇所 30箇所 

重症心身障害児（者）の介護支援研修受講者数（累計） 34 人 197人 

２ 雇用・就労

の促進 

精神障害者社会適応訓練事業の充実（累計） 96 人 126人 

ジョブコーチ養成数（累計） 43 人 63人 

ジョブコーチ支援終了者の職場定着率（６ヶ月後） 87.5％ 80％以上 

障害者の法定雇用率達成企業の割合 57.3％ 現況以上 

障害者の態様に応じた多様な委託訓練の就職率 47.20％ 55.00％ 

特例子会社の設置数（累計） ３箇所 ５箇所 

障害者就業・生活支援センター利用者の就職件数 171 件 180件 

とやま地域共生型福祉推進特区を活用した施設外での

福祉的就労を実施する事業所数（累計） 

１箇所 

(H25) 
４箇所 

 

 

 

（別表）計画に関する数値目標 
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Ⅲ 地域での自立した生活を支援する福祉・保健・医療の充実 

中 項 目 指 標 名 Ｈ２４ 

末現在 

Ｈ３０ 

目標値 

１ 相談支援体

制の整備  
相談支援専門員養成者数（累計）（※） 643 人 1,100人 

２ 障害福祉サ

ービスの充実 
共生型グループホーム数（累計） ３箇所 ８箇所 

身体障害者補助犬（盲導犬、介助犬、聴導犬）の導

入頭数（累計） 
５頭 ８頭 

居宅介護従事者養成研修修了者数（累計）（※） 405 人 585人 

行動援護従業者養成研修修了者数（累計）（※） 181 人 349人 

同行援護従業者養成研修修了者数（累計）（※） 313 人 553人 

３ 保健・医療

施設の充実 

富山県アイバンクにおける眼球の提供希望者登録数

（累計） 
19,559 人 20,135人 

県内で実施された腎臓の移植件数（累計） 121 件 139件 

障害(児)者入所施設での定期的な歯科検診実施率 70％ 82％ 

 

Ⅳ 快適で安心して暮らせる生活環境の整備 

中 項 目 指 標 名 Ｈ２４ 

末現在 

Ｈ３０ 

目標値 

１ 住みよい生

活環境の整備 

市街地ゆとり歩道の割合 78.3％ 81.80％ 

高齢者が居住する住宅のバリアフリー化率 

（一定のバリアフリー化率） 

住宅土地統計調査（国調査）による５年毎の調査 

40％ 

(H20) 
67％ 

低床バスの導入割合 

（民営乗合ノンステップバスの導入割合） 
30.95％ 45％ 

２ 安心して暮

らせるまちづ

くりの推進 

人にやさしい信号機の整備数 

（音響信号機、高齢者等感応信号機等の信号機の整

備数）（累計） 

262 基 274基 

在宅障害（児）者を受け入れる避難スペースを有す

る事業所数（累計） 
１箇所 ８箇所 

３ コミュニケ

ーション支援

体制の確立 

登録手話通訳者数（累計）（※） 75 人 105人 

注）※印については、障害福祉計画の数値目標であるため、第４期障害福祉計画（H27～H29）（予定）の策定

過程において改めて検討します。 


